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（18年度末現在）○ 大学の概要

（１）現況
① 大学名

国立大学法人東京農工大学

② 所在地
大学の本部：東京都府中市晴見町
府中キャンパス：東京都府中市幸町
小金井キャンパス：小金井市中町

③ 役員の状況
○学長名

小畑秀文（平成17年5月1日～平成21年3月31日）
○理事数 4名
○監事数 2名（うち1名非常勤）

④ 学部等の構成
○学部

農学部
工学部

○大学院
共生科学技術研究院（研究組織）
工学府（博士前期・後期課程）
農学府（修士課程）
生物システム応用科学府（博士前期・後期課程）
連合農学研究科（博士課程）
技術経営研究科（専門職学位課程）

○センター・附属施設等
大学教育センター、産官学連携・知的財産センター、図書館、保健管理
センター、女性キャリア支援・開発センター、遺伝子実験施設、機器分
析センター、留学生センター、総合情報メディアセンター、農学部附属
広域都市圏フィールドサイエンス教育研究センター、農学部附属家畜病
院、農学部附属硬蛋白質利用研究施設、工学部附属繊維博物館、工学部
附属機械工場、環境管理施設、放射線研究室

⑤ 学生数及び教職員数 （平成18年5月1日現在）
○学部・研究科等の学生数 （留学生数を（ ）書きで内数記載）
農学部 1495名 （ 4）
工学部 2629名 （68）
工学府 936名 （74）
農学府 424名 （70）
生物システム応用科学府 233名 （27）
連合農学研究科 295名 （107）
技術経営研究科 102名 （ 0）

○教員数
学長・副学長 5名
大学院（共生科学技術研究院） 377名
その他 46名
計 428名

東京農工大学
○職員数
事務系職員 156名
技術技能系職員 63名
医療系職員 1名
教務系職員 4名
計 224名

（２）大学の基本的な目標等

大学の基本的な目標
本学は、広汎な学問領域における急激な知の拡大深化に対応して教育と研究の絶

えざる質の向上を図り、20世紀の社会と科学技術が残した「持続発展可能な社会の

実現」の課題を正面から受け止め、農学・工学及びその融合領域における教育研究

を中心に社会や環境と調和した科学技術の進展に貢献することを目的とする使命志

向型の科学技術系大学院基軸大学を構築することを目標とする。

使命志向型の科学技術系大学院基軸大学として、

○教育においては、知識伝授に限定されず、知の開拓能力・課題解決能力の育成を

主眼とし、高い倫理性を有する高度専門職業人や研究者を養成することを目標とす

る。

○研究においては、学術の展開や社会的な要請に留意しつつ、自由な発想に基づく

創造的研究に加えて、社会との連携により総合的・学際的な研究も活発に展開し、

社会的責任を果たすことを目標とする。

○教育と研究の両面で国際的な交流・協力を推進し、世界に学び世界に貢献するこ

とを目標とする。

○本学は、教育研究と業務運営の全活動について、目標・計画の立案と遂行状況の
点検評価を実施・公表し、開かれた大学として資源活用の最適化を図り、全学の組
織体制と活動内容の絶えざる改善を図ることを目標とする。

大学の特徴
本学は、明治７年（1874年）に設置された内務省勧業寮内藤新宿出張所農事修学

場及び蚕業試験掛をそれぞれ農学部、工学部の創基とし、1949年に大学として設置
され、前身校を含め130年にも及ぶ歴史と伝統を有する大学である。
本学は、この建学の経緯から、人類社会の基幹となる農業と工業を支える農学と

工学の二つの学問領域を中心として、幅広い関連分野をも包含した全国でも類を見
ない特徴ある科学技術系大学として発展し、また、安心で安全な社会の構築や新産
業の展開と創出に貢献しうる教育研究活動を行ってきた。
本学は、20世紀の社会と科学技術が顕在化させた「持続発展可能な社会の実現」

に向けた課題を正面から受け止め、農学、工学及びその融合領域における自由な発
想に基づく教育研究を通して、世界の平和と社会や自然環境と調和した科学技術の
進展に貢献するとともに、課題解決とその実現を担う人材の育成と知の創造に邁進
することを基本理念とする。
本学は、この基本理念を「使命志向型教育研究－美しい地球持続のための全学的

努力｣(MORE SENSE:Mission Oriented Research and Education giving Synergy
in Endeavors toward a Sustainable Earth)として『大学憲章』に掲げ、自らの存
在と役割を明示して、21世紀の人類が直面している課題の解決に真摯に取り組む。
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東京農工大学（３）大学の機構図
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全 体 的 な 状 況○

◎平成18事業年度における実施状況
■テニュアトラック制度の導入（有能な若手教員の採用及び外国人の採用拡大）
平成18年度に採択された科学技術振興調整費の採択課題「若手人材育成拠点の設本学はMORE SENSEに集約して表現される基本理念に基づき、農学、工学及びそ

置と人事制度改革」に基づき、若手研究支援室を立ち上げた。同支援室の企画によの融合領域における教育研究を通して、社会や自然環境と調和した科学技術の進
り、共生科学技術研究院に新設した『若手人材育成拠点』においてテニュアトラッ展に貢献し、その課題を担うべき人材を養成することを目的としている。そのた
ク制度を導入し、国際公募により募集を行い、22名のテニュアトラック教員を採用め、「使命志向型教育研究」を遂行しうる科学技術系大学院基軸大学を構築する
した。ことを目標に、以下の経営戦略により大学運営を進めている。

（１）大学院を再編し、その実質化を通して、科学技術系大学院基軸大学として
■女性教員の採用拡大より存在感のある大学へ転換すること。
女性キャリア支援・開発センターを発足させ、平成18年度採択の科学技術振興調（２）人や予算の配分の見直しと重点化により教育力・研究力がより向上した効
整費「理系女性のエンパワーメントプログラム」を実施した。同センターには、女率的な組織体へ転換すること。
性キャリア支援のため、４名の特任教員を採用した。同センターの企画により、主（３）外部資金のより一層の増加を通して、経営基盤の強化と教育研究の高度化
として女性の卒業生・修了生の社会参画・社会貢献に資するため、本学卒業生・修・活性化を実現すること
了生が、再び本学研究生及び科目等履修生として再教育を受けようとする際の入学（４）産官学連携や広報活動の戦略的強化を通して、知の創造体として本学の社
料の免除、授業料の半額化を実施するための規程改正を行った。会貢献を強化すること。

上記の目的・戦略に基づき、平成16年度には、大学院部局化として、単一の研
■教授、准教授、講師、助教、助手体制への移行究組織である「共生科学技術研究院」及び３つの学府への改組再編、「大学教育
学校教育法の一部改正を踏まえ、学内規定を整備し、平成19年４月より新体制へセンター」及び「産官学連携・知的財産センター」の設置など、制度設計を中心
移行する。一部の部局等では、助教に任期制を付与している。に実施した。また、平成17年度には、前年度に構築したこれらの組織及び諸制度

等に基づき、多様な取組を行った。
■定年退職者の再雇用制度平成18年度においては、前年度における取組をさらに展開するとともに、中期
定年(60歳)により退職した職員で、一定の基準に該当する者については、原則と目標を達成するための新規事業を推進した。
して65歳まで再雇用できる制度を平成19年４月より実施する。各項目別の状況について述べると、以下のとおりである。

■教職員評価の実施
事務職員については、平成17年度に引き続き実施している。教育職員について◎項目別状況
は、平成19年度から活動評価を試行的に実施する。

Ⅰ．業務運営・財務内容等の状況

〇業務運営の改善及び効率化に関する取組状況 〇財務内容の改善に関する取組状況

■学長を中心とした大学運営の推進（人件費削減計画の策定等） ■民間金融機関の長期借入金による家畜病院の整備及び診療収入の増加
学長のリーダーシップの下、「大学改革検討WG」の中間答申（平成17年度）に 獣医学教育の充実及び診療収入の増加を図るため、家畜病院の整備を民間金融機
基づき、「教育研究組織改革」「教育プログラム検討」「管理運営体制検討」の 関からの長期借入金により整備する基本計画を取りまとめた。文部科学省との協議
３WGが置かれ、学長が諮問した課題－「中期的な見通しに基づく大学運営のため の後、中期計画の変更を行い、平成19年度より整備事業を実施することとした。
の検討課題」について検討した。「教育研究組織改革WG」及び「教育プログラム
検討WG」においては、学長諮問の課題に沿って検討結果をとりまとめ学長に提出 ■収入を伴う事業の強化
した。「管理運営体制検討WG」においては、平成19～22年度までの定年退職者の FSセンターにおいて生産された米、いも、麦を原料とした農工大ブランドの焼酎
後任補充に係る採用可能額に係る推計表を作成するとともに、「平成19年度全学 （商品名：「賞典禄」）を販売することを決定して、開発・製品化し、限定販売し
採用計画」を策定した。同WGでは「選択定年制度」についても実施案を策定し、 た。なお、酒類販売業免許の取得及び商標権を申請しており、許可が得られ次第、
平成19年度から施行することとした。 一般販売する予定である。

■学長主導による戦略的資源配分 ■産官学連携奨励制度の導入
持続可能な大学運営を目指し、①総人件費改革の実行（常勤人件費△１％）、 上記「管理運営体制検討WG」において、一定の外部資金を獲得した教職員・研究
②経費の節減合理化（運営基礎経費△１％）、③選択と集中（重点施策等への重 室に対して、そのオーバーヘッドの金額に応じて「産官学連携奨励費」を支給する
点配分）を基本的な配分方針として平成19年度予算編成を実施した。 「産官学連携奨励制度」を創設し、平成19年度から実施予定である。
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■学生支援の充実〇自己点検・評価に関する取組状況
・優秀な博士後期課程入学生に対する独自の奨学金制度を創設し、50名の学生に奨
学金20万円を給付した。■自己点検・評価の実施と大学機関別認証評価の受審
・目的積立金を活用して、学生から要望の強かったトレーニングルームを小金井キ全学計画評価委員会の下に設置した「全学自己点検・評価小委員会」において
ャンパスに設置した。自己点検・評価を実施し、独立行政法人大学評価・学位授与機構を認証評価機関

として大学機関別認証評価を受審した。同評価結果に基づき、全学計画評価委員
■研究活動の推進会で改善措置を検討し、同機構より指摘を受けた「図書館の開館時間延長」及び
研究コーディネータ４名を研究院のプロジェクトに配置するとともに、センター「オンラインジャーナルの充実」については平成19年度に予算を措置し改善を図
内にリエゾンコーデネータ７名、インキュベーション担当１名、知的財産担当６名った。一方、中期計画（年度計画）については、平成17年度に引き続き、全学計
を配置し、研究支援活動の充実を図った。また、特定プロジェクト推進室を新たに画評価委員会において、定期的（四半期または前・後期ごと）に国立大学法人の
設けプロジェクトの推進体制を整備した。科学技術振興調整費における若手研究者年度評価に準拠した進行状況報告を行い、計画の進捗状況を確認した。
の自立的研究環境整備促進プログラム「若手人材育成拠点の設置と人事制度改革」
の採択に伴い、研究院に副院長を拠点長とする新しい拠点(「若手人材育成拠点」)
を設置し、研究活動を推進した。〇情報の提供に関する取組状況

■社会貢献活動の実施■広報活動における情報発信の実施
地方自治体と連携し、｢夏休み馬の教室｣(府中市と共催、２回開催)、｢救急救命キャンパスツアーの質の向上、運営体制の改善のため、全学共通の団体キャン
講習｣(府中市及び府中消防署と連携)、｢市内・近隣大学等公開講座｣(調布市文化・パスツアー受入フローチャートの作成、リーダーガイド制（ガイド経験者をリー
コミュニティ振興財団と連携、３講座)を開催・実施した。また、｢府中市生涯学習ダーガイドとする体制）導入のための検討及び他大学キャンパスツアー視察等を
フェスティバル｣（学長が「ものつくり日本の復活と大学の役割」について講演）行った。また、受験生のニーズ把握のために学部説明会参加者や新入生を対象に
や｢府中技術講習会｣(本学の教員を講師として派遣)等に協力した。公開講座、東京統一アンケートを行い、その結果を分析・調査し、改善点等を検討した。
農工大学と地域を結ぶネットワーク事業などの定例企画も多数実施し、４月～12月
まで一般市民、小中高生延べ約630名が参加した。｢イノベーションジャパン2006｣
には本学TLOから７ブースが出展し、多数の技術相談、共同研究相談を受けた。○施設設備の整備等に関する取組状況

■国際交流・国際貢献活動の実施■キャンパス・アメニティに基づく総合整備の実施
イギリス・ブライトン大学との間で、既存の学術交流の枠を超えた多角的かつ包平成17年度に策定した｢キャンパス・アメニティ総合整備計画｣に基づき、703㎡
括的な交流を行うことで合意に達した。具体的には、国際産学連携をはじめ、語学の改善・改修工事を実施した。また、各キャンパスの構成員の意見を十分に踏ま
教員の相互派遣や事務職員の派遣などの交流を行うものであり、大学の国際化に向えた整備計画を策定すべく調査を実施し、調査結果に基づき改善策を検討し、
けた積極的な取組である。また、本年度もアフガニスタン復興支援事業として、同「キャンパス・アメニティ総合整備計画」の見直しを行った。
国カブール大学から４名の国費留学生受け入れ、３名のカブール大学研究者の短期
招へい、「アフガニスタン復興支援セミナー」開催などを実施した。

Ⅱ．教育研究等の質の向上の状況

○教育研究等の質の向上に関する取組状況

■教育方法等の改善
・本学学生の平均的な英語力を調査し今後の指導方法改善を資するため、１年次
生に対して受験料を大学で負担して、TOEICの受験を勧め、１年生の55％が受験
した。
・｢教育改善支援プログラム｣(学内GP)で、教育効果の高い活動や新たな教育活動
プロジェクトを選定し、１件につき最高150万円の助成を行った。その成果は、
学内GP報告会において学内への啓蒙を図った。
・eラーニングのための環境整備を行い、14科目をeラーニング配信し、その内４
科目を工学系12大学に向けて配信した。
・「派遣型高度人材育成プログラム」では、博士後期課程の学生を企業等に派遣
し、派遣先の研究者等と共同で研究指導を行った。その成果は、外部委員を含め
た評価委員会で発表し、評価を受けるとともに、特別計画研究の単位として認定
した。
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項 目 別 の 状 況

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化
① 運営体制の改善に関する目標

○ 組織構成員のコンセンサス形成と意思決定の透明性確保を重視しつつ、社会的・全学的視点に立った学長のリーダーシップが十分に発揮される全学運営体制を中
実現する。期

目
○ 部局長の補佐体制を充実し、部局長のイニシアチブが発揮される部局運営体制を構築する。標

○ 中期目標・中期計画を具現化するため、各セグメントの業務実施に見合う資源配分と先行的・重点的資源配分とを適切に均衡させる。

進捗 ｳｪ
ｲﾄ中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況

【１３０】○ 全学的な経営戦略の確立 【１３０】平成17年度に検討を開始した Ⅲ 「平成16事業年度評価結果」に基づき、平成17年度に｢学長を中心とし
に関する具体的方策 「学長を中心とした企画執行体制」を実 た企画執行体制｣について検討を開始し、平成18年度より、学長が特命す
・ 役員会の下で経営戦略の素案を審議 現する。 る事項を処理するため 「学長特任補佐制度」を導入した。また、学長諮、
する体制をとる。 問に基づき、教育研究組織改革WG、教育プログラム検討WG及び管理運営

体制検討WGを設置し、検討を行った。
以上のことから、年度計画を十分実施している。

【１３１】○ 運営組織の効果的・機動 【１３１】平成17年度に行った事務組織 Ⅲ 平成17年度に実施した｢事務組織編制に係る１年後評価｣の評価結果に
的な運営に関する具体的方策 の評価に基づき、再編を行う。 基づき、財務系及び学生系チーム間の意思疎通や情報伝達等における問
・ 役員を支援する事務組織について、 題点を改善し、さらに部局長をサポートする調整機能を強化するため、
平成16年度末までに見直しを行うととも 財務系及び学生系チームの事務組織体制を整備した。また、事務組織の
に、以降も必要に応じて定期的に見直し 見直しと業務の効率化を検討する作業部会として「事務組織検討会」を
を行う。 設置した。

以上のことから、年度計画を十分実施している。

【１３２】○ 部局長を中心とした機動 【１３２】副部局長の業務・権限に関連 Ⅲ 各学府等において、部局運営における副部局長の業務及び権限をさら
的・戦略的な部局運営に関する具体的方 し、部局委員会及び構成委員の見直しを に活用するため、副部局長が所掌する部局委員会及びその構成委員の見

。 、 、策 行う。 直しを行った 結果として 部局運営における具体的な活動計画の策定
・ 部局長の補佐体制を強化するため、 部局運営の機動性･戦略性の向上が図られた。
副部局長を置く。 以上のことから、年度計画を十分実施している。
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東京農工大学

進捗 ｳｪ
ｲﾄ中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況

【１３３ ・ 部局長の下に部局運営委 【１３３】運営委員会と教授会の審議事 Ⅲ 各学府等において、部局長及び副部局長との連絡会を実施するなど、】
員会を設置し、教授会の審議事項を精選 項の精選を行う。 運営委員会と教授会の審議事項の精選を行い、教授会開催数削減など会
する。 議の効率化を図った。

以上のことから、年度計画を十分実施している。

【１３４】○ 教員・事務職員等による 【１３４】平成17年度に引き続き、事務 Ⅲ 他機関が実施する各種研修・セミナーに多数参加し、事務職員のスキ
一体的な運営に関する具体的方策 職員のスキルアップ 国際交流・経営等 ルアップを図った。また、大学教育センターにおいて、民間企業におけ（ ）
・ 事務職員が独自の専門性を持ちなが のための研修を実施するとともに、他機 る接客ノウハウを学ぶため百貨店研修担当者を講師として招くなど、本
ら大学運営に参画できる体制を整備す 関等が実施する研修を精選し、本学事務 学独自のSD研修を行い、事務職員を参加させた。
る。 職員を参加させる。 以上のことから、年度計画を十分実施している。

【１３５】○ 全学的視点からの戦略的 【１３５】平成17年度に引き続き、全学 Ⅲ 「教育力・研究力向上プログラム」において、獣医学科教員１名、大学
な学内資源配分に関する具体的方策 的に合意された「教育力・研究力向上プ 教育センター教員１名を採用した。
・ 中期計画に基づいた経営戦略に従っ ログラム」を、計画的に実施する。 以上のことから、年度計画を十分実施している 。
た資源配分を平成17年度から実施する。

【１３６】○ 内部監査機能の充実に関 【１３６】平成17年度に引き続き、監査 Ⅲ 平成19年３月、関係職員を対象に、学内に内部監査についての理解を
する具体的方策 能力向上のための研修会を計画的に実施 広めることを目的とした研修会を実施した。
・ 内部監査体制を整えるとともに、監 する。 以上のことから、年度計画を十分に実施している。
査能力向上のため研修制度を充実する。

【１３７】○ 大学間の自主的な連携・ 【１３７・１３８】他の国立大学法人と Ⅲ 本学と電気通信大学との役員レベルによる情報交換会等を行うととも
協力体制に関する具体的方策 の連携について、役員会で検討を開始す に、両大学の連携・協力の推進に関する基本協定を締結した（年度計画
・ 他大学との協力・連携を強化する。 る。 【３】の「計画の進捗状況」参照 。）

以上のことから、年度計画を十分実施している。

【１３８ ・ 他の国立大学法人との統】
合については引続き検討を行う。

ウェイト小計
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東京農工大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化
② 教育研究組織の見直しに関する目標

○「持続発展可能な社会の実現」を目指す使命指向型の大学院基軸大学として、社会的ニーズを踏まえつつ、本学の教育研究組織の個性化・高度化を一層進める。中
期
目
標

進捗 ｳｪ
ｲﾄ中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況

【１３９】○ 教育研究組織の編成・見 【１３９・１４０】 大学機関別認証評価 全学計画評価委員会の下に置かれる全学自己点検・評価小委員会で自
、 、直しのシステムに関する具体的方策 受審に伴う自己点検・評価を実施し、評 Ⅲ 己点検・評価を実施し 大学評価・学位授与機構を認証評価機関として

（ ） 。・ 全学計画評価委員会が実施する自己 価結果に基づき、教育研究組織の見直し 大学機関別認証評価及び選択的評価事項 研究活動の状況 を受審した
点検評価とそれを基礎とする第三者評価 を含めた改善措置を検討する。 本学は教育に係る11基準全てについて「基準を満たしている」との評価
の結果を踏まえ、全学的視点に立って教 を受け、研究活動の状況についても 「目的の達成状況が良好である」と、

。 、育研究組織の見直しを推進する。 の評価を受けた 評価結果及び認証評価機関からの指摘事項については
全学計画評価委員会で改善措置を検討し 図書館の充実等は措置済 教（ ）、「
育研究組織改革WG」等の答申に反映している。平成19年度は、上記の評
価結果を踏まえて、教育研究組織の見直しを含めて、次期中期目標等を

。 、 （ ） 、検討していくこととしている なお 中期計画 年度計画 については
平成17年度に引き続き、定期的（四半期・前後期ごと）に計画の状況を
確認している。
以上のことから、年度計画を十分に実施している。

【１４０】○ 教育研究組織の見直しの
方向性
・ 自己点検・評価と第三者評価を踏ま
え、本学の基本理念に沿って見直しを行
う。

ウェイト小計
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東京農工大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化
③ 人事の適正化に関する目標

○ 本学の教育研究の活性化を図るため、採用に関する諸条件を適切に勘案した公募制を原則として採用する。任期制については、制度の在り方の検討を進めつつ、
現状に即して拡充するなど雇用形態を多様化する。中

期
○ 「行政改革の基本方針 （平成17年12月24日閣議決定）において示された総人件費改革の実行計画を踏まえ、人件費削減の取組を行う。目 」

標
○ 事務職員等の専門性の向上について、長期的視野に立った研修を行うとともに、専門性の高い職種については、経験や資格を有する優秀な人材を確保する。

○ 教員の学内外の研究教育活動等、多面的な活動を適正に評価するとともに、職員についても評価に基づいた人事システムを策定し、その適正な評価に基づいた
給与システムを構築する。

進捗 ｳｪ
ｲﾄ中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況

【１４１】○ 柔軟で多様な人事制度の 【１４１】平成17年度に引き続き、新規 Ⅲ 科学技術振興調整費の採択課題「若手人材育成拠点の設置と人事制度
構築に関する具体的方策 採用職員の選考結果、採用理由、応募者 改革」及び「理系女性のエンパワーメントプログラム」実施にあたって
・ 教員の採用に当たっての選考基準の の内訳、男女比率などの公表基準及び方 の教員等の採用について、新規採用職員の選考結果、応募者の内訳、男
明確化と教員採用過程の透明化を一層進 法について検討する。 女比率などを公表した。テニュアトラック教員についてはホームページ
める。 により国際公募を行い、22人（男性17人・女性５人）を採用し、うち外

国籍者３人となった。また、女性キャリア支援については女性４名の特
任教員を採用した。
以上のことから、年度計画を十分実施している。

【１４２ ・ 学外の専門家の意見をも 【１４２】事務職員の評価方法及び成果 Ⅲ 平成17年度より導入している事務職員の人事評価システムにより、人】
参考とし、より総合的な判断を可能とす の反映について、公務員制度改革の動向 事評価を実施した。成果の反映方法については、今後公表される公務員
る人事の仕組みを設ける。 を踏まえつつ、制度としてのフォローを 制度改革の試行結果を踏まえ、引き続き検討する。また、評価方法の改

行う。 良（評価者、様式等の簡略化）を行った。
以上のことから、年度計画を十分実施している。

【１４３ ・ 弾力的かつ多様な雇用形 【１４３－１】選択定年制度について、 Ⅲ ｢管理運営体制検討WG｣において検討した結果 「選択定年制度」につい】 、
態を可能とするため、兼職・兼業に関す 詳細な設計及び実施に向けた具体的な検 て実施案を作成し、対象・定年年齢・退職の時期・申出方法・決定方法
る規制を緩和するとともに、ワークシェ 討を行う。 ・退職手当等について具体的に定めた 「選択定年制度」は、学内手続き。
アリング、サバティカルティ制度の導入 を経て、平成19年度から施行することとしている。
や 定年制度の変更について結論を得る 以上のことから、年度計画を十分実施している。、 。

【１４３－２】サバティカル制度の導入 Ⅲ 全学計画評価委員会の下に設置された｢教員評価検討WG｣及び｢教員評価
について 教員評価方法との関連も含め 準備WG｣において、サバティカルの導入も含めた教員活動評価の実施方法、 、
引き続き検討する。 等について検討した。その結果、平成19年度より試行的評価を実施し、

サバティカル制度の導入については、引き続き役員会にて検討すること
とした。
以上のことから、年度計画を十分に実施している。
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東京農工大学

進捗 ｳｪ
ｲﾄ中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況

【１４４】○ 任期制・公募制の導入等 【１４４】平成17年度に引き続き、公募 Ⅲ 科学技術振興調整費の採択課題｢若手人材育成拠点の設置と人事制度改
教員の流動性向上に関する具体的方策 制をさらに活用するため、その要件や選 革｣及び｢理系女性のエンパワーメントプログラム｣においては公募制と
・ 公募制を一層積極的に活用し、その 考の方法を検討する。 し、海外学術誌を活用する等幅広い公募を行った。
要件や選考の方法を工夫する。 以上のことから、年度計画を十分実施している。

【１４５ ・ 任期制については、適用 【１４５】平成17年度に引き続き、若手 Ⅲ 科学技術振興調整費の採択課題｢若手人材育成拠点の設置と人事制度改】
範囲、処遇等を検討しながら拡充する。 研究者の流動性を高めるために、任期制 革｣及び｢理系女性のエンパワーメントプログラム｣において任期制を採用

の適用範囲 処遇等を検討し活用する 再 した。また、処遇等の具体的な制度についても整備した。テニュアトラ、 。（
、掲） ック教員及び女性キャリア支援教員についてそれぞれ就業規則を作成し

処遇面では常勤職員に準じるものとした。また、助教導入に伴い一部の
部局では助教について任期制を付すこととした。
以上のことから、年度計画を十分実施している。

【１４６ ・ 優れた若手研究者等の採 【１４６・１４７】平成17年度に引き続 Ⅲ 科学技術振興調整費の採択課題｢若手人材育成拠点の設置と人事制度改】
用拡大のため、外部資金等による任期付 き、優れた若手研究者等の採用拡大のた 革｣及び｢理系女性のエンパワーメントプログラム｣において、任期付採用
採用制度を導入する。 め、外部資金等による任期付採用を実施 を基本に、処遇等の具体的な制度について整備した。テニュアトラック

する。 教員及び女性キャリア支援教員についてそれぞれ就業規則を作成し、年
度ごとに任期付教員として契約更新できるものとした。また、処遇面で
は常勤職員に準じるものとした。

【１４７ ・ 特に優れた若手研究者の 以上のことから、年度計画を十分実施している。】
採用については、任期制も含めて処遇等
を検討する。

ウェイト小計
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東京農工大学

進捗 ｳｪ
ｲﾄ中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況

【１４８】○ 外国人・女性等の教員採 【１４８】平成17年度に引き続き、外国 Ⅲ 科学技術振興調整費の採択課題｢若手人材育成拠点の設置と人事制度改
用の促進に関する具体的方策 人・女性教員の採用拡大について、具体 革｣及び｢理系女性のエンパワーメントプログラム｣において、外国人・女
・ 国籍、性別、障害の有無、出身大学 的な検討を開始する。 性教員の採用拡大を目指している。
等にとらわれない採用を実現する。 ｢若手人材育成拠点の設置と人事制度改革｣における平成18年度の採用

状況は、採用教員22名のうち、外国人教員３名、女性教員５名となって
いる。
以上のことから、年度計画を十分実施している。

【１４９】○ 中長期的な観点に立った 【１４９】教員の定年延長に対する適切 Ⅲ 「管理運営体制検討WG」を設置し、具体的な方策を検討した結果、部
適切な人員（人件費）管理に関する具体 な対応を講じるとともに 人員 人件費 局別の定年退職者の後任補充に係る採用可能額の推計表を作成するとと、 （ ）
的方策 管理に関する中長期的な計画の策定及び もに、平成１9年度全学採用計画案を策定した。
・ 人員（人件費）の管理に関しては、 教員配置の調整を行う仕組みについて検 以上のことから、年度計画を十分実施している。
学内において中長期的な人事計画を策定 討する。
するとともに全学的な見地に立った教職
員の配置等（人件費管理を含む）につい
て調整を行う仕組みを設ける。

【１５０】総人件費改革の実行計画を踏 【１５０】総人件費改革の実行計画を踏 Ⅲ 人件費削減のため、職員の採用時期の調整や超過勤務の縮減などによ
まえ、平成21年度までに概ね4％の人件 まえ、平成18年度は、概ね1％の人件費の り人件費の削減を図った。
費の削減を図る。 削減を図る。 以上のことから、年度計画を十分実施している。

【１５１】○ 事務職員等の採用・養成 【１５１】事務職員等の採用は、引き続 Ⅲ 平成17年度に引き続き、他大学との協力により関東甲信越地区国立大
・人事交流に関する具体的方策 き関東甲信越地区国立大学法人等職員採 学法人等職員採用試験を実施した。また、情報化推進及び安全管理関係
・ 事務職員等の採用は、他大学と協力 用試験を他大学と協力して実施する。ま の専門職員も、平成16年度に整備した規程に基づき、引き続き雇用して
して採用試験を実施する。専門性の高い た、専門性の高い職種については専門職 いる。また、産学連携研究員等を含む非常勤職員を対象として学内公募
職種については、職務経験や資格を有す 員就業規則に則った必要な分野について を実施し、多様な人材を確保するための新たな試みを行った。
る人材を柔軟に確保できる制度を構築す の採用を検討する。 以上のことから、年度計画を十分実施している。
る。

【１５２ ・ 海外研修制度や在職出向 【１５２－１】平成17年度に引き続き、 Ⅲ 平成17年度より実施した事務職員の長期海外研修（期間：平成17年５】
等の実践的な研修制度を整備するととも 事務職員の長期海外研修を実施する。 月22日～平成18年５月12日、派遣先：ニューヨーク州立大学バッファロ
に、他機関との人事交流を拡充する。 ー校、派遣人数：1名）について、帰国後の報告会を開催した。また、海

外協定校との間で事務職員の研修を含む包括的な協定内容の検討を行っ
た。
以上のことから、年度計画を十分実施している。

【１５２－２】平成17年度に引き続き、 Ⅲ 平成17年度の西東京地区国立大学法人等の人事担当課長会議における
、 、 。事務職員の他機関との人事交流を行う。 合意に基づき 平成18年度も引き続き 他機関との人事交流を実施した

以上のことから、年度計画を十分実施している。
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進捗 ｳｪ
ｲﾄ中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況

【１５３】○ 人事評価システムの整備 【１５３】平成17年度に引き続き、教員 Ⅲ 全学計画評価委員会の下に置かれた「教員評価検討WG」及び「教員評
・活用に関する具体的方策 評価について検討を行う。 価準備WG」において検討した結果、教員活動評価に係る詳細事項、実施
・ 給与に本人の業績が適切に反映され 要項等案をとりまとめ、全学計画評価委員会で報告された後、役員会、
るよう、業績評価の具体的項目及び評価 教育研究評議会で上記実施案が承認された。平成19年度においては、試
尺度を設定し、それらを総合的に勘案し 行的に教員活動評価を実施する計画である。
た評価法を構築する。 以上のことから、年度計画を十分に実施している。

ウェイト小計
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(1) 業務運営の改善及び効率化
④ 事務等の効率化・合理化に関する目標

・ 限られた人的資源の下で教育・研究を効果的に支援するため、経営的視点に立ち、機動性、柔軟性、効率性のある事務組織を形成する。中
期
目
標

進捗 ｳｪ
ｲﾄ中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況

【１５４】○ 事務組織の機能・編成の 【１５４】平成17年度に評価を行った事 Ⅲ 財務系及び学生系チームの事務組織体制を整備した（年度計画【131】
見直しに関する具体的方策 務組織の強化を図るとともに、経営を意 の「判断理由（計画の実施状況等 」参照 。また、大学財務・経営セミ） ）
・ 縦割りになりがちな事務組織を効率 識した事務職員を養成する （再掲） ナー、東京大学財務会計研修、SCS活用セミナー2006「大学教職員のため。
的な組織とするため、平成16年度末まで の国立大学法人会計セミナー 、大学職員マネージメント研修等に事務職」
に見直しを行うとともに、以降も業務の 員が参加した。
必要性に応じて見直す。 以上のことから、年度計画を十分実施している。

【１５５】○ 複数大学による共同業務 【１５５－１】近隣大学等との共同業務 Ⅲ 平成17年度に締結した西東京地区国立大学法人等との協定に基づき、
処理に関する具体的方策 処理導入を西東京地区国立大法人等課長 共同で西東京地区法人宿舎の維持・管理運営を実施した。その他の共同
・ 業務の質の維持・向上と効率化に寄 会議において引き続き検討するとともに 業務処理導入については、電気通信大学と液体窒素の共同調達を平成19、
与するため、近隣の大学と共同で業務処 西東京地区法人宿舎の維持・管理運営に 年度から実施することを合意した。また、西東京地区国立大法人等課長
理の導入を検討する。 ついて、共同で実施する。 会議において共同業務処理導入の可能性について、引き続き検討するこ

ととした。
以上のことから、年度計画を十分に実施している。

【１５５－２】平成17年度に検討を行っ Ⅲ 西東京地区法人宿舎の維持・管理運営について共同で実施したほか、
た協力・連携を実施に移す （再掲） 電気通信大学と平成19年度から液体窒素の共同調達を実施することを合。

意した（年度計画【３】の「計画の進捗状況」及び年度計画【155-1】の
「判断理由(計画の実施状況等)」参照 。）
以上のことから、年度計画を十分実施している。

【１５６】○ 業務のアウトソーシング 【１５６】家畜病院の診療関係事務をア Ⅲ 平成17年度に引き続き、家畜病院の診療関係事務のアウトソーシング
等に関する具体的方策 ウトソーシングするとともに、その他の を実施するとともに、平成19年度からは平成21年度までの複数年度契約
・ 業務の質の維持・向上と効率化が図 アウトソーシングが可能な業務について とすることとした。
れる業務についてはアウトソーシングを 引き続き検討する。 以上のことから、年度計画を十分に実施している。
導入する。 なお、平成18年度をもって、中期計画を達成した。

【１５７】○ 情報化推進の体制を充実 【１５７】下記「大学情報システムの整 Ⅲ 年度計画【189～195】の「判断理由（計画の実施状況等 」参照。）
」し、業務の情報化による簡素化・効率化 備充実と運用改善を実現するための措置

を推進する。 において詳述。

ウェイト小計

ウェイト総計
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(１) 業務運営の改善及び効率化に関する特記事項等

■教職員評価の導入１．特記事項
教育職員活動評価については、全学計画評価委員会の下に「教員評価検討・準

備WG」を設置し、評価方法、評価項目を含んだ制度設計について定め、平成19年〇 業務運営の改善及び効率化に関する取組状況
度から試行的に評価を実施することとした。また、平成17年度に引き続き、事務

■学長を中心とした大学運営の推進 職員に対する評価を実施した（本実績報告書８頁・年度計画【142】を参照 。）
学長のリーダーシップの下 「大学改革検討WG」の中間答申（平成17年度）に基、

づき 「教育研究組織改革 「教育プログラム検討 「管理運営体制検討」の３つの ■他の国立大学法人との連携、 」 」
WGが置かれ、学長が諮問した課題－「中期的な見通しに基づく大学運営のための検 電気通信大学との情報交換会等を役員会レベルで実施し、両大学の連携・協力

」 。「 」 「 」 （ 【 】 ）。討課題 について検討した 教育研究組織改革WG 及び 教育プログラム検討WG の推進に関する基本協定を締結した 本実績報告書31頁・年度計画 ３ を参照
においては、学長諮問の課題に沿って検討結果をとりまとめ学長に提出した 「管。
理運営体制検討WG」においては、平成19～22年度までの定年退職者の後任補充に係

２．共通事項に係る取組状況る採用可能額推計表を作成するとともに 「平成19年度全学採用計画」を策定した、
（本実績報告書10頁・年度計画【149】を参照 。同WGでは「選択定年制度」につい）
ても実施案を策定し、平成19年度から施行することとした（本実績報告書８頁・年 （業務運営の改善及び効率化の観点）
度計画【143－１】を参照 。また、一定の外部資金を獲得した教職員・研究室に対）

○ 戦略的な法人経営体制の確立と効果的な運用が図られているか。して、そのオーバーヘッドの金額に応じて「産官学連携奨励費」を支給する「産官
学連携奨励制度」を創設し、平成19年度から実施する予定である。 ・ 学長特任補佐制度」の導入については、本実績報告書５頁・年度計画【130】「

を参照。
■学長主導による戦略的資源配分 ・学長を中心とした大学運営への取組については、上記特記事項「学長を中心と
持続可能な大学運営を目指して、①総人件費改革の実行（常勤人件費△１％ 、 した大学運営の推進」のとおり。）

②経費の節減合理化（運営基礎経費△１％ 、③選択と集中（重点施策等への重点）
。配分）を基本的な配分方針として平成19年度予算編成を実施した。 ○ 法人としての総合的な観点から戦略的・効果的な資源配分が行われているか

・学長のリーダーシップの下で、平成15年度から継続的に実施している「教育力･
■テニュアトラック制度の導入（有能な若手教員の採用及び外国人の採用拡大） 研究力向上のための全学的措置」については、本実績報告書６頁・年度計画
平成18年度に採択された科学技術振興調整費「若手人材育成拠点の設置と人事制 【135】を参照。
度改革」に基づき、若手研究支援室を立ち上げた。同支援室の企画により、共生科 ・財務上の資源配分として、予算編成において、戦略的な教育研究プロジェクト
学技術研究院に新設した『若手人材育成拠点』にテニュアトラック制度を導入し、 等を実施するため、大学戦略経費（学長裁量経費）を設定し予算を確保した。
国際公募により募集を行い、22名のテニュアトラック教員を採用した（本実績報告 ・助教制度の活用に向けて、関係規定を整備して、平成19年度より新たな教員制
書８頁・年度計画【141】を参照 。 度に移行する予定である。制度改正に伴う教育研究組織の編成については、各部）

局及び「教育研究組織改革WG」等において検討を実施している（本実績報告書９
■女性教員の採用拡大 頁・年度計画【145】を参照 。）
女性キャリア支援・開発センターを発足させ、平成18年度採択の科学技術振興調

○ 法人内における資源配分に対する中間評価・事後評価を行い、必要に応じて整費「理系女性のエンパワーメントプログラム」を実施した。同センターには、女
資源配分の修正が行われているか。性キャリア支援のため、４名の特任教員を採用した。同センターの企画により、主

として女性の卒業生・修了生の社会参画・社会貢献に資するため、本学卒業生・修 ・年度計画に基づき当初計画した資源配分に対して、事業の進捗状況及び自己収
了生が、再び本学研究生及び科目等履修生として再教育を受けようとする際の入学 入の収納状況をチェックした上で補正予算を編成し、資源配分の見直しを図っ
料の免除、授業料の半額化を実施するための規程改正を行った。 た。なお、事業の進捗状況は、全学計画評価委員会において、定期的（四半期、

または前・後期ごと）に計画の進捗状況を確認した（本実績報告書22頁・ 自己「
点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する特記事項等」を参照 。）
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○ 業務の効率化を図っているか。
・平成17年度に実施した事務組織評価に基づき、事務の効率化を目指して再編を行
うとともに、各部局運営において副部局長の業務及び権限を見直して効率化を図
った（本実績報告書５-６頁・年度計画【131～133】を参照 。）

〇 収容定員を適切に充足した教育活動が行われているか。
、 、 、・課程ごとの定員充足率は 学士課程119％ 修士課程(博士前期課程を含む)137％

博士課程131％、専門職学位課程128%であり、収容定員の85％以上である （学 科。
・専攻ごとの詳細については、本実績報告書68頁参照 ）。

○ 外部有識者の積極的な活用を行っているか。
・平成17年度に引き続き、専門職員就業規則に基づき、情報化推進及び安全管理関
係の専門職員を採用した。
・研究支援のため、平成17年度に引き続き、リエゾンコーディネータ等を活用した
（本実績報告書52頁・年度計画【85】を参照 。）
・経営協議会は年４回開催。
・経営協議会においては、民間金融機関からの長期借入金による家畜病院整備事業
の実施、教員活動評価、年度計画の策定などについて審議し、その結果を大学運
営に反映した（例えば、委員の意見に基づき、危機管理に係る年度計画を特に重
点施策とした 。また 「大学のガバナンス」に係る意見等を聞き、大学運営に活） 、
用している。

〇 監査機能の充実が図られているか。
、 、 （ ） 、 、・監事 会計監査人 監査室 内部監査担当者 の三者は 監査の独立性を担保し

効率的かつ効果的監査を実施するため、協議の場を設定し、会計監査人から監査
計画、期中及び期末の監査報告について、書面に基づいて説明を受けるとともに
必要な事項について連携強化のための意見交換を行った。
監事と監査室の連携に関しての具体的事例は以下のとおり。
・TAの労務管理を平成17年度に調査し、平成18年度に取扱規程の一部改正へ反映さ
せた。
・平成19年度実施に向けた公的研究費の管理・監査の実施基準策定のため、教員を
含めた検討会を設置し、全学的な取組を行った。
・監査能力向上のため、一般職員を対象として、内部統制と内部監査に関する研修
会を実施した。
・内部監査計画に基づき内部監査を実施した。

（各項目共通）

○ 従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。
・平成16年度に国立大学法人評価委員会から指摘を受けた｢企画執行体制の充実｣に

、 「 」ついて 平成17年度に引き続き上記特記事項 学長を中心とした大学運営の推進
のとおり改善を実施した。また、平成17年度に指摘された中長期的な人件費管理
計画の策定や「選択定年制度」の具体的な設計などについても改善を実施した。
・平成17年において指摘を受けた「全学的・総合的な危機管理体制の確立」につい
ては、経営協議会委員の指摘もあり、平成19年度の重点施策として実施すること
とした。
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Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(2) 財務内容の改善
① 外部研究資金その他の自己収入の増加に関する目標

・固定収入を確保しつつ、外部研究資金を増加し、新たな自己収入を開拓する。中
期
目
標

進捗 ｳｪ
ｲﾄ中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況

【 】（ 、【１５８】○ 固定収入の確保 １５８ 16・17年度に実施済みのため
・ 学生納付金の徴収方法を平成17年度 18年度は年度計画なし）

自動引落等の効率化を図る。までに

【１５９ ・ 教育研究附属施設の収入 【１５９】平成17年度に引き続き、教育 Ⅲ 農場収入及び演習林収入について、収入目標額26,700千円に対して実】
については、本来の教育研究に支障を生 研究附属施設の収入については、本来の 績は26,595千円であり、ほぼ目標を達成しているため、本来の教育研究
じない範囲で、収入を確保する。 教育研究に支障を生じない範囲で、収入 に支障を生じない範囲で、収入を確保していると判断される。

を確保する。 以上のことから、年度計画を十分に実施している。

１６０ ・ 家畜病院収入については 【１６０】家畜病院の増改修整備を民間 Ⅳ 民間金融機関からの長期借入金による整備基本計画を取りまとめ、文【 】 、
診療体制の充実を図り、中期目標期間中 金融機関からの借り入れにより、着手す 部科学省と協議をした。その結果、長期借入金を活用した家畜病院の整

、 。 、に平成12年度からの過去３年間の平均収 る。収入額については平成12年度から3年 備に伴う中期計画の変更を申請し 認可された 平成19年度においては
入額より50％増加する。 間の平均収入額より80％増加する。 平成19事業年度長期借入金の認可申請を行い、認可され次第整備事業を

実施する。
なお、平成18年度の収入については、171,316千円となっており、目標
額123,177千円（平成12年度から３年間の平均収入額(68,432千円)より80
％増)を大きく上回っている。
以上のことから、年度計画を上回って達成している。

【１６１】○ 外部研究資金の増加 【１６１】産学官連携コーディネータが Ⅲ 産学官連携コーディネータが中心となり、リエゾンコーディネータ、
・ 競争的資金の申請増加のための支援 中心となって、NEDO、JST、地方自治体等 研究コーディネータが一体となって（以下、コーディネータ 、JSTのシ）
組織の確保、共同研究等の受入窓口の整 の競争的資金獲得の支援を行う。 ーズ発掘試験、シーズイノベーション化事業（顕在化ステージ、育成ス
備や産学連携コーディネーター活用等の テージ 、及びNEDO産業技術研究助成事業に対する申請・支援を行った。）
全学的な支援システムを整備する。 JST事業に対してはJSTの担当者による本学の教員向けの説明会を実施し

た。その結果、シーズ発掘試験101件（平成17年度は63件 、顕在化ステ）
ージ31件の申請に対して、それぞれシーズ発掘試験13課題、シーズ顕在
化計10件が採択された。NEDO産業技術研究助成事業に関しては、NEDOプ
ログラムオフィサーによる若手研究者向けの説明会を行い、３件（平成
17年度は０件）の採択を得た。
また、文部科学省科学技術振興調整費のプログラム申請に関しても、コ
ーディネータが教員と連携し、支援を行った。
以上のことから、年度計画を十分に実施している。
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東京農工大学

進捗 ｳｪ
ｲﾄ中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況

【１６２ ・ 科学研究費補助金につい 【１６２】平成17年度に引き続き、科学 Ⅳ 研究院においては、平成17年度に引き続き、科学研究費補助金申請の】
て、１人最低１件以上申請することを目 研究費補助金申請の採択結果を評価し、 説明会を開催し、申請数と採択率の向上につなげるとともに、不正使用
標とする。 改善策を講じる。 防止の周知・徹底を図った。また、採択率向上のために、学内の科学研

究費補助金審査員経験者による計画調書の添削・助言等を行い、計画調
書のクオリティーの向上を図った。各拠点・部門においても、申請件数
及び採択率の向上に向けた具体的な取組を行った。
以上の取組の結果、１人当たりの申請件数は1.1件となり、中期計画の
目標値を達成した。
以上のことから、年度計画を上回って実施している。

【１６３ ・ 受託研究、共同研究を行 【１６３】企業等との包括協定に基づい Ⅲ リエゾンコーディネータ、研究コーディネータ等の活動により、共同研】
う教員数を中期目標期間中に、平成12年 て個別の共同研究等を拡大するとともに 究の発掘・獲得を行った。特に、日本通運、富士写真フイルムに引き続、
度からの過去３年間の平均値より10％増 研究コーディネータ、リエゾン専門人材 いて日立製作所、東京ガスと包括連携契約を締結し、大型の共同研究獲
加する。 の活動により、関与する教員の数を増加 得活動を成立させた。

、 、させ、共同研究、受託研究の金額増加を さらに 関係する教員と連携して企業との包括連携を増やすとともに
、 「 」図る。 田町リエゾンオフィスを活用し JSTと連携した 産と学との出会いの場

を開催し、これらの活動等により共同研究の拡大を図った。
平成18年度の共同研究受入件数は247件（平成17年度 245件 、受入金）

額は約6.5億円（平成17年度 約6.7億円）であり、受託研究の受入件数は
119件（平成17年度 104件 、受入金額は約14億円（平成17年度 約8.8億）
円）であった。
以上のことから、年度計画を十分に実施している。

【１６４】○ 収入を伴う新たな事業の 【１６４】FSセンターの生産物等を利用 Ⅲ FSセンターにおいて生産された米、いも、麦を原料とした農工大ブラ
展開 した 農工ブランド の開発を検討する ンドの焼酎（商品名： 賞典禄 ）を酒造会社に醸造してもらうことを決「 」 。 「 」
・ 収入を伴う新たな事業を開拓するた 定し、３月に開発・製品化し、卒業式当日に限定販売した。なお、酒類
め 大学全体で推進する組織を構築する 販売業免許の取得及び商標権を申請しており、許可が得られ次第、一般、 。

販売する予定である。
以上のことから、年度計画を十分に達成している。

ウェイト小計
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東京農工大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(2) 財務内容の改善
② 経費の抑制に関する目標

・ 運営費交付金の合理化に対応して管理的経費を抑制する。中
期
目
標

進捗 ｳｪ
ｲﾄ中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況

【１６５ ・ 業務のIT化等により業務 【１６５】平成17年度に引き続き、管理 Ⅲ 前年度の経常費用から減価償却費と租税公課を差し引いた額に対する】
全般に要する経費を毎年合理化する。 的な業務全般に要する経費について、目 一般管理費の割合（6.20％）を超えないことを目標とし、経費節減に努

標値を定めて合理化する。 めた結果、平成18年度の同割合は5.85％となり、目標を達成した。平成
19年度は合理化の目標となる経費をできるだけ絞り、計画的な経費削減
を目指す。
以上のことから、年度計画を十分に達成している。

【１６６ ・ 経費ごとに具体的な節減 【１６６】平成17年度に引き続き、水光 Ⅲ ガス供給契約の見直しを行うとともに、省エネの実施を学内教職員に】
目標値を設定するとともに、省エネ型設 熱費等について対前年度比1％の節約を図 強く促した結果、総額で前年度比約３％の節約となった。平成19年度も

、 。備へ計画的に切り替えるなど水光熱費等 る。 引き続き 水光熱費等について対前年度比１％の節約を図る計画である
を毎年１％節約する。 以上のことから、年度計画を十分に達成している。

ウェイト小計
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東京農工大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(2) 財務内容の改善
③ 資産の運用管理の改善に関する目標

○ 資産を効果的・効率的に運用する。中
期
目
標

進捗 ｳｪ
ｲﾄ中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況

【１６７】○ 教育研究施設の点検・評 【１６７】教育研究施設の点検・評価に Ⅲ 共用スペース（共通的スペース、競争的スペース）の現状について、
価に関する調査を平成17年度から毎年実 関する調査を実施し、施設の適切な使用 実態調査を実施した。それらの調査結果に基づき、部屋ごとの使用実態
施し、施設の適切な使用面積配分と弾力 面積の配分と共用スペースの確保の可否 についてデータの整理を行い、共用スペースの確保の可否について検討
的な運用を行うため共用スペースを確保 の検討を行う。 を行った。
する。 以上のことから、年度計画を十分に実施している。

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕
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東京農工大学

(２) 財務内容の改善に関する特記事項等

１．特記事項 ２．共通事項に係る取組状況

（財務内容の改善の観点）〇財務内容の改善・充実に関する取組状況

○財務内容の改善・充実が図られているか。■民間金融機関の長期借入金による家畜病院の整備及び診療収入の増加
獣医学教育の充実及び診療収入の増加を図るため、家畜病院の整備を民間金融 ・経費の節減、自己収入の増加に向けた取組状況については、本実績報告書15-16

機関からの長期借入金により整備する基本計画を取りまとめた。文部科学省との 頁・年度計画【160～164】を参照。
協議の後、中期計画の変更を行い、平成19年度より整備事業を実施することとし

○人件費等の必要額を見通した財政計画の策定や適切な人員管理計画の策定等を通た。なお、家畜病院の診療収入は、年度計画で目標とした収入額を確保している
じて、人件費削減に向けた取組が行われているか。（本実績報告書15頁・年度計画【160】を参照 。）
・実績報告書13頁･特記事項「学長を中心とした大学運営の推進」を参照。

■「産官学連携奨励制度」の創設
産官学連携を推進するため、一定の外部資金を獲得した教職員・研究室に対し （各項目共通）

○従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。て、そのオーバーヘッドの金額に応じて「産官学連携奨励費」を支給する「産官
学連携奨励制度」を創設し、平成19年度から実施予定である。 ・平成17年度に指摘を受けた人件費削減の取組について、実績報告書13頁･特記事

項「学長を中心とした大学運営の推進」を参照。
■収入を伴う事業の強化
FSセンターにおいて生産された米、いも、麦を原料とした農工大ブランドの焼

酎（商品名： 賞典禄 ）を酒造会社に醸造してもらうことを決定し、３月に開発「 」
・製品化し、卒業式当日に限定販売した。なお、酒類販売業免許の取得及び商標
権を申請しており、許可が得られ次第、一般販売する予定である （本実績報告書。
16頁・年度計画【164】を参照 。）

〇産学連携活動に関する取組状況

■競争的資金獲得の支援状況
産学官連携コーディネータが中心となり、リエゾンコーディネータ・研究コー

ディネータと一体となって、JSTのシーズ発掘試験、シーズイノベーション化事業
及びNEDO産業技術研究助成事業に対する申請・支援を行った。競争的資金獲得の
支援状況については、本実績報告書15頁・年度計画【161】のとおりである。

■科学研究費補助金の申請状況等
平成17年度に引き続き、科学研究費補助金申請の説明会を開催し、申請数と採

択率の向上につなげるとともに、不正使用防止の周知も行った。また、採択率向
上のために、計画調書のクオリティーの向上を目的に、学内の科学研究費補助金
審査員経験者による計画調書の添削・助言等を行った。以上の取組の結果、1人当
たりの申請件数は1.1件となり、中期計画の目標値を達成した（本実績報告書16頁
・年度計画【162】を参照 。）
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東京農工大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(3) 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供
① 評価の充実に関する目標

○ 教育研究・社会貢献・業務運営等の全機能を絶えず向上させるため、全活動領域に関する中期目標・中期計画実施状況と目標達成度を自己点検評価し、外部評価中
・第三者評価にも積極的に供するとともに、これらの評価結果を次期の目標・計画立案に生かす。期

目
標

進捗 ｳｪ
ｲﾄ中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況

【１６８】○ 自己点検・評価の改善に 【１６８】平成17年度に引き続き、自己 Ⅲ 大学機関別認証評価に伴う自己点検・評価のため、根拠資料・データ
関する具体的方策 点検・評価の根拠資料、データの収集・ を収集し、整理した。電子データがないものは、PDF文書にするなど、電
・ 目標・計画の立案と点検評価を一元 蓄積を実施する。 子媒体によるデータの収集・蓄積を行った。これらのデータ等の収集・
的に実施する体制を拡充するとともに、 蓄積体制については、大学情報委員会等において検討し、担当チームと
データの収集や分析等に携わるスタッフ 学術情報チームが連携しながら、学内においてWebにて公開することでデ
を配置する。 ータの共有化を図った。

以上のことから、年度計画を十分に実施している。

【１６９】○ 評価結果を大学運営の改 【１６９】大学機関別認証評価受審に伴 Ⅲ 年度計画【139～140】の「判断理由（計画の実施状況等 」参照。）
善に活用するための具体的方策 う自己点検・評価を実施し、評価結果に
・ 中期計画期間の中間に自己点検評価 基づき、教育研究組織の見直しを含めた
を実施し、その評価結果に基づき大学運 改善措置を検討する （再掲）。
営を改善する。

ウェイト小計
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東京農工大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(3) 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供
② 情報公開等の推進に関する目標

○ 個人情報や特許情報等の保護を必要とする情報を除いて、大学の全分野における活動の方針・目標・計画・実績・評価結果に関する情報を積極的に公開する。中
期
目
標

進捗 ｳｪ
ｲﾄ中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況

【１７０ ・ 平成16年度から本学の諸 【１７０】保護者、受験生、報道関係者 Ⅳ 保護者向け広報誌｢ニュースレター｣の発行(２回/年)、学長の定例記者】
活動に関するデータベースを計画的に整 など広く学外に向けて、多様な媒体・機 会見(３回/年)や特別講演会(４回/年)の開催、Webページの更新及び情報
備し、平成19年度までにインターネット 会を活用し積極的な情報発信を行う。ま の充実化(ユーザビリティ調査で国立大学総合順位７位にランキング)、
による最新情報提供体制を確立する。 た、広報・社会貢献活動のための情報収 メールマガジンの配信(１回/月)、新聞社・文教速報等への積極的な情報

集・蓄積を行う。 配信等を行い、学内外に広く情報発信を行った。新聞、Web等の掲載件数
についても、前年度に比べ飛躍的に増加した(平成17年度：294件→平成
18年度：359件 。）
また、大学ブランディング事業の実施(ブランドマーク及びブランドス
テートメントの公表等)、駅の案内広告のデザイン統一及び更新、ABUロ
ボコン2006出場に伴う広報支援(応援団扇の配布・大学用Tシャツの制作
等)、学長による新入生キャンパスガイダンスの実施、大学出版会（有限
責任中間法人）設立支援等も行った。
さらに、東京農工大学と地域を結ぶネットワーク、(社）学術・産業・
文化ネットワーク多摩等を通じて、社会貢献活動のための情報収集、蓄
積を行った。
以上のことから、年度計画を上回って実施している。

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕
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東京農工大学

(３) 自己点検・評価及び当該状況に係る情報の提供に関する特記事項等

１．特記事項 ２．共通事項に係る取組状況

（自己点検・評価及び情報提供の観点）〇自己点検・評価に関する取組状況

○情報公開の促進が図られているか。■自己点検・評価の実施と大学機関別認証評価の受審
全学計画評価委員会の下に設置した「全学自己点検・評価小委員会」において自 ・評価情報の公開については、計画評価情報を網羅した「計画・評価」のWeb ペ
己点検・評価を実施し、独立行政法人大学評価・学位授与機構を認証評価機関とし ージをリニューアルするとともに、大学機関別認証評価の評価結果などの本学の
て大学機関別認証評価を受審した。同評価結果に基づき、全学計画評価委員会で改 教育研究に係る情報を学内外に公開した。
善措置を検討し、同機構より指摘を受けた「図書館の開館時間延長」及び「オンラ ・研究者情報の公開として、教職員活動データベースを利用した「研究者情報検
インジャーナルの充実」については平成19年度に予算を措置し改善を図ることとし 索」のWebページにおいて、研究者情報を提供している（１ヶ月平均アクセス数
た。一方、中期計画（年度計画）については、平成17年度に引き続き、全学計画評 ：平成17年度 約3,700件→平成18年度 約4,200件 。）
価委員会において、定期的（四半期または前・後期ごと）に計画の進捗状況を確認 ・積極的な情報公開・発信を実施した結果、新聞等の掲載件数は、前年度に比べ
した。 て大幅に増加した（新聞等掲載件数：平成17年度 294件→平成18年度 359件 。）

・ユーザビリティ（Webサイト等の使いやすさ）に配慮したWebページの見直しを
行い、全国大学を対象とするユーザビリティ調査結果で国立大学総合順位７位に
ランキングされた（平成17年度 21位、日経ＢＰコンサルティング調査 。〇情報の提供に関する取組状況 ）

■広報活動における情報発信の実施
平成17年度に引き続き 保護者向け広報誌 ニュースレター の発行 ２回／年 （各項目共通）、 「 」 （ ）、

（ ）、 （ ）、学長定例記者会見の企画・実施 ３回／年 特別講演会の企画・実施 ４回／年
○従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか。Webページ充実など、多様な媒体を活用して、学外者に向けて情報発信を行った。

また、入学式でブランドマーク及びブランドステートメントを発表するなど大学 ・大学機関別認証評価の評価結果において、認証評価機関からの指摘事項（ 図書「
ブランディング事業を実施しており 「UP農工大」プロジェクトに代表される取組 館の開館時間延長」及び「オンラインジャーナルの充実 ）は平成19年度に予算、 」
は、上記の大学機関別認証評価の際にも高い評価を受けた。 を措置し改善を図ることとした。また、教育研究組織の見直しを含めた評価結果

の活用については、本実績報告書７頁・年度計画【139・140】を参照。
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東京農工大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(4) その他の業務運営
① 施設設備の整備・活用等に関する目標

○ 教育研究活動に必要な施設スペースは、特に既存施設の持続的有効活用を図ることを第一として、積極的に改修整備及び維持保全の管理を推進し、必要とする
新設施設を計画的に整備する。中

期
○ キャンパス・アメニティの向上は学生及び教職員にとって極めて重要な課題であると同時に、大学の魅力にも係る重要な課題であることから、地域との共生にも目
配慮しつつ、個性あるアメニティを創造し維持する。標

進捗 ｳｪ
ｲﾄ中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況

【１７１】○ 施設等の有効活用と整備 【１７１】平成17年度に作成したデータ Ⅲ 『キャンパス施設マネジメント電算化システム』導入の第Ⅱ期として、
に関する具体的方策 ベースを基に、施設マネジメントを総合 施設台帳管理システムの部屋番号データを整理するとともに、既に作成
・ 施設等の有効活用に資するために実 的に構築・管理し、Web上で運用するため したデータベースを活用するため、建物設備管理システムを導入し、デ
施する点検・評価実施調査で得られたデ の『キャンパス施設マネジメント電算化 ータ整理を進めている。
ータベースをWeb上で運用（有効活用・ システム』の導入を推進する。 以上のことから、年度計画を十分に実施している。
維持保全対応）するシステムを平成18年
度までに構築し、使用スペースの円滑な
運用を進める。

【１７２－１ ・ 施設整備の進捗に合 【１７２－１】府中地区の共有スペース Ⅲ 農学府施設整備委員会では、平成17年度に設置した研究室共用面積再】
わせながら実験研究スペースの20％を目 の確保についてさらに精査し、方針案を 検討WGにおいて、施設使用実態調査結果（府中キャンパス）を基に、面
標として共用スペースを確保する。これ 作成する。 積配分の見直し及び共用スペースの確保について検討し、方針案を作成
らからプロジェクト研究活動等を支援す した。
るためのレンタルラボスペースを貸し出 以上のことから、年度計画を十分に実施している。
すことにより研究需要に機動的に対応す
る。

【１７２－２ ・自助努力に基づいた新 【１７２－２ （平成18年度に中期計画を 年度計画【160】の「判断理由（計画の実施状況等 」参照。】 】 ）
たな整備手法による施設整備を図ること 変更したため、平成18年度年度計画はな
とし、長期借入金等により整備可能な施 し。平成19年度より策定 ）。
設については、積極的に検討し、可能な
ものから速やかに実施する。

【１７３】○ 施設等の維持管理に関す 【１７３】平成17年度に作成したデータ Ⅲ 年度計画【171】の「判断理由（計画の実施状況等 」参照。）
る具体的方策 ベースを基に、施設マネジメントを総合
・ 棟毎の施設設備データをWeb上で一 的に構築・管理し、Web上で運用するため
元管理できる体制を平成18年度までに整 の『キャンパス施設マネジメント電算化
備する。 システム』の導入を推進する （再掲）。

【１７４ ・ 施設等の定期 【１７４】平成17年度に引き続き、教育 Ⅲ 定期的な巡回点検を実施し、調査結果に基づく改修計画を策定し、ト】 的な巡回点
検を実施する。 研究施設に係る点検調査票を基に、定期 イレ改修・校舎共通部改修等を実施した。平成19年度も引き続き、定期

的な巡回点検を実施し、改修計画に反映 的な巡回点検を実施し、改修計画に反映させる計画である。
する。 以上のことから、年度計画を十分に実施している。
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進捗 ｳｪ
ｲﾄ中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況

【１７５ ・ プリメンテナンスを効率 【１７５】平成17年度に引き続き、プリ Ⅲ 各キャンパスの構成員の意見を十分に踏まえたプリメンテナンス計画】
的・継続的に行うため、競争的資金のオ メンテナンスに要する経費について、外 を策定すべく調査を実施し、本調査結果に基づき修繕計画及び経費につ
ーバーヘッドやレンタルラボの各種チャ 部資金のオーバーヘッドの活用を詳細に いて検討を進めた。
ージの一部を維持・保全のための経費に 検討する。 以上のことから、年度計画を十分に実施している。
組み入れる。

【１７６ ・ 実験設備等(附帯設備共) 【１７６】実験設備等（附帯設備共）に Ⅲ 実験設備等（附帯設備共）について、更新の必要性及び優先度を判定】
、 、について、特に安全確保や省エネの観点 ついて、特に安全確保や省エネルギーの するための現地調査を実施し 特に安全確保や省エネルギーの観点から

からの更新計画を策定する。 観点からの更新計画を策定する。 アスベスト含有実験設備等の更新計画を策定した。
以上のことから、年度計画を十分に実施している。
なお、本年度をもって中期計画を達成した。

【１７７】○ キャンパス・アメニティ 【１７７】平成17年度に策定したキャン Ⅲ 平成17年度に策定した「キャンパス・アメニティ総合整備計画」に基
の向上に関する具体的方策 パス・アメニティ総合整備計画のうち、 づき、計画的に703㎡の改善・改修工事を実施した。また、各キャンパス
・ キャンパス・アメニティ充実のため 優先・重点ゾーンに係る改善策を検討し の構成員の意見を十分に踏まえた整備計画を策定すべく調査を実施し、、
の優先・重点ゾーンについて計画を策定 計画的に実施する。 調査結果に基づき改善策を検討し、キャンパス・アメニティ総合整備計
し、随時改善していくこととする。 画を見直した。

以上のことから、年度計画を十分に実施している。

【１７８ ・ バリアフリー及び調和の 【１７８】平成17年度に策定したバリア Ⅲ ｢キャンパスマスタープラン｣及び「キャンパス・アメニティ総合整備】
」（ 【 】 「 （ ）」 ） 、とれたデザイン(インテリア・エクステ フリー及び調和のとれたデザイン(インテ 計画 年度計画 177 の 判断理由 計画の実施状況等 参照 には

リア共)の整備計画を策定する。 リア・エクステリア共)の整備計画に基づ バリアフリー及び調和のとれたデザイン(インテリア・エクステリア共)
き、整備を順次実施する。 の整備計画が含まれており、段差の解消・手摺の設置等の工事を重視し

た。
以上のことから、年度計画を十分に実施している。

【１７９ ・ エコキャンパス創造に向 【１７９ 「東京農工大学エコキャンパス Ⅲ 環境活動推進WGにおいて、｢東京農工大学エコキャンパス像｣を反映し】 】
け、建築物の総合的な再点検・整備を行 像」に基づく整備計画案を作成する。 た具体的な整備計画（屋上緑化等）について検討し、整備計画案を策定
う。 した。

以上のことから、年度計画を十分に実施している。

【１８０ ・ キャンパスへの車輌等の 【１８０】駐車場・駐輪場の運用方法に Ⅲ 駐車場・駐輪場の運用方法について、現状調査を実施し、調査結果に】
入構についてはその適正な在り方につい ついて現状を調査し その結果に基づき 基づき維持保全計画の策定に向けて検討を進めている。、 、
て、調査検討を実施し、駐車場・駐輪場 維持保全を図る。 以上のことから、年度計画を十分に実施している。
を整備する。

【１８１ ・ 実験研究施設内での安全 【１８１】キャンパス内におけるセキュ Ⅲ 各建物のセキュリティについて現状調査を行い、建物総合セキュリテ】
を確保するとともにセキュリティ対策を リティシステムを統合させた建物総合セ ィプランの検討を行った。
進める。 キュリティプランを検討する。 以上のことから、年度計画を十分に実施している。

ウェイト小計
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東京農工大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(4) その他の業務運営
② 安全管理に関する目標

○ 教育研究活動を円滑に進めるために、全学生・教職員等の健康と安全が確保されるように、適用される法令等の厳格な遵守による安全管理を図る。中
期
○ 予期せぬ各種災害等への対策については地域と協力しつつ、信頼される防災対策及び実施体制を確保する。目

標

進捗 ｳｪ
ｲﾄ中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況

【１８２】○ 教育研究環境の安全・衛 【１８２】平成17年度に引き続き、事業 Ⅲ 環境・安全衛生委員会及び安全衛生連絡会において、事業所ごとに安
生管理の確保に関する具体的方策・事業 所ごとに安全衛生管理体制を確実に機能 全衛生管理体制を確実に機能させるための「安全管理センター（仮称 」）
所ごとに安全衛生管理体制を確実に機能 させるための 安全管理センター 仮称 の位置づけも含め、センターの機能・機構などについて継続して検討を「 （ ）」
させるための 安 の位置づけも含め、センターの機能・機 進めている。「 全管理センター 仮称（ ）」

構などについて検討を行う。 以上のことから、年度計画を十分に実施している。を設置する。

【１８３ ・ 安全管理マニュアルを平 【１８３】安全管理マニュアルをWeb上で Ⅲ 平成17年度に作成した｢安全マニュアル(一部改訂版)｣について、デー】
成17年度までに改訂するとともに、学生 公開し、周知する。 タ整理等を行い、Web上で公開した。
・教職員に対しての安全管理教育を計画 以上のことから、年度計画を十分に実施している。
的に実施する。また、Web上で公開する
ことでマニュアルの周知徹底を図る。

】 【 】（ 、【１８４ ・ 化学薬品・実験廃液・廃 １８４ 16・17年度に実施済みのため
棄物の管理・取扱いについては法律に準 18年度は年度計画なし）
拠した管理システムを活用して全学での
一元管理体制を平成17年度までに確立す
る。

】 、 、【１８５ ・ 放射線・RI等の取扱い、 【１８５】放射線及びRIについて、安全 Ⅲ 放射線及びRIについて 環境安全専門職員を中心に点検調査を実施し
組換えDNA・バイオ研究の操作基準等に 対策のための点検調査を行い、補修のた 補修計画案を策定した。
ついては、安全対策を充実させる。 めの計画を策定する。 以上のことから、年度計画を十分に実施している。

【１８６】○ 災害発生時の対策と危機 【１８６】府中市・小金井市との防災の Ⅲ 府中市・小金井市との防災のための連絡会を開催し、広域避難場所と
管理に関する具体的方策 ための連絡会において、本学の地域防災 しての本学の役割、市との連携等について検討を進めている。
・ 地域防災拠点としての役割を担うこ 拠点としての役割を検討する。 以上のことから、年度計画を十分に実施している。
とのできる防災及び災害発生時対応マニ
ュアルを整備し、その防災体制の確立と
整備の充実を図る。
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進捗 ｳｪ
ｲﾄ中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況

【１８７ ・ 地方自治体の各官署との 【１８７】府中市・小金井市との防災ネ Ⅲ 「東京農工大学と地域を結ぶネットワーク」における「地域防災協力】
防災ネットワークの構築を推進する。 ットワークにおける、本学の地域防災拠 ネットワークの構築」の事業の一環として府中市及び府中消防署と連携

点としての役割を検討する。 し、教職員及び学生を対象とした救急救命講習をそれぞれ実施した。
以上のことから、年度計画を十分に実施している。

【１８８ ・ 危機管理に対するマニュ 【１８８】平成17年度に引き続き、震災 Ⅲ 事故・災害時の報告ルールについて見直しを行い、震災対策用備品の】
アルを整備し、危機管理体制の確立と設 対策用備品の備蓄、マニュアル見直し等 備蓄については、６年次計画の３年次分を整備した。また、全学的な事
備の充実を図る。 を継続して実施する。 件・事故対応、薬品管理マニュアルの策定及び全学的・総合的な危機管

理体制の確立について検討を進めている。
以上のことから、年度計画を十分に実施している。

ウェイト小計
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東京農工大学

Ⅰ 業務運営・財務内容等の状況
(4) その他の業務運営
③ 大学情報システムの整備充実と運用改善

○ 総合情報プラザの実現により、本学の ｲ.教育・研究支援の向上、ﾛ.学生サービスの向上、ﾊ.業務効率の向上、ﾆ.情報公開支援の推進を図り、教育研究や業務中
全般の質の向上に資するとともに、業務の効率化及び社会に対する説明責任を果たす。期

目
○ 情報メディアを一元管理する総合情報プラザを運用する体制を強化する。標

進捗 ｳｪ
ｲﾄ中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況

【１８９】○ 総合情報プラザの構築に 【１８９】教職員活動情報をデータベー Ⅲ 教職員活動データベースにおけるデータ登録機能を拡充し、統一認証
関する措置総合情報プラザの実現によ ス化したので、さらにデータ登録機能を システムとの連携が完了した。また、教員活動評価対応のためのカスタ
り 本学の ｲ.教育・研究支援の向上 ﾛ. 拡充し、データベースの活用を計画的に マイズ及び学務情報システムとの連携について、詳細仕様等を確定し、、 、
学生サービスの向上 ﾊ.業務効率の向上 推進する。 平成18年度に予定していたカスタマイズは完了した。平成19年度には、、 、
ﾆ.情報公開支援を推進する。具体的な事 残りのカスタマイズ及び学務情報システムとの連携を完了する予定であ
項を以下に示す。 る。
・ 総合情報プラザの構築のために、以 以上のことから、年度計画を十分実施している。
下のデータベースを完成する。
・ 平成17年度までに教職員活動情報を
データベース化し、研究者総覧、研究者
個人の研究業績等のWebによる公表及び
教職員活動情報の共有化により教育・研
究支援を図るとともに、評価根拠情報の
提供などにより業務効率を向上させる。

【１９０ ・ 学務情報をデータベース 【１９０】学務情報システムの機能を計 Ⅲ 学務情報システムと統一認証・統合基盤システム及び授業料債権シス】
化し、学生自身のインタラクティブな学 画的に拡充する。 テムとの連携を完了した。教職員活動データベースとの連携は引き続き
業情報（成績、履修届け、就職情報等） 検討を進めている。また、旧システムからのデータ移行についても完了
の取得、データの共有化によるきめ細か した。なお、教職員活動データベースとの連携は、平成19年度までに完
な就学指導及び業務の効率化を図る。 了する予定である。

以上のことから、年度計画を十分実施している。

【１９１ ・ 平成17年度までに物品購 【１９１・１９２】財務会計システムの Ⅲ 予算照会機能を更に使いやすく便利にするための機能の詳細設計を進】
入依頼情報の発生源入力を実現し、教育 機能を計画的に拡充する。 めた。利用者からの要望に対応して、予算差引結果を迅速に反映させる
職員のインタラクティブな物品購入依頼 機能を優先して欲しいとの要望が強く出てきたため、当該２機能の拡充
・予算照会等を通した教育・研究支援、 を行うための準備を行い、平成19年度に実施することとした。
及び経理処理の合理化による業務の効率 以上のことから、年度計画を十分実施している。
化を図る。

【１９２ ・ 平成18年度までに財務会】
計情報システムによるデータの共有化等
により、予算配分から執行までの業務を
効率化する 。
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進捗 ｳｪ
ｲﾄ中期計画 年度計画 判断理由（計画の実施状況等）

状況

【１９３ ・ 上記の各種データベース 【１９３－１】統一認証システムを計画 Ⅲ 教職員活動データベース及び学務情報システムとの連携を完了した。】
の構築とともに、統一認証システム等の 的に拡充する。また、教職員を対象にIC また、全教職員へICカードを配布し、統一認証・統合基盤システム(平成
導入によりセキュリティ基盤を強化し、 カードを活用する。 16年度導入)へのログイン機能を提供した。
個人情報も含む蓄積情報の保護を図る。 平成19年度には、認証サーバの増強を図る予定である。

以上のことから、年度計画を十分実施している。

【１９３－２】情報セキュリティポリシ Ⅲ アプリケーションソフトやOSのアップデート情報を共有するメーリン
ーの実施手順を整備する。 グリストの運営を行い、学内のPC利用者のセキュリティ向上に努めた。

特に Windows Vista に関するセキュリティ情報を集中的に入手した。ま
た、SPAMメールやウイルスメールについて、RBLを利用する受信拒否シス
テムを稼動させた。さらに、内閣府が策定中の政府機関の情報セキュリ
ティ対策のための統一基準の案を参考に本学における取り扱いについて
検討を進めた。この案の公表が遅れたため、情報セキュリティポリシー
の本学における実施手順作成には至らなかったが、国立情報学研究所と
電子情報通信学会による「高等教育機関の情報セキュリティ対策のため
のサンプル規程集」作成WGにメンバーとして参加し、政府機関統一基準
を踏まえた本学でも活用可能なセキュリティポリシーの見直し作業に寄
与することができた。
以上のことから、年度計画を十分実施している。

【１９４ ・ 遠隔地授業・遠隔地会議 【１９４】e-ラーニングシステム・会議 Ⅲ 府中・小金井キャンパスの収録ブースの増設及び府中キャンパスのeラ】
に資する通信システムを拡充するととも システムを拡充整備し、その運用法を充 ーニング受講室の増設を完了した。また、これにより全学的eラーニング
に モバイル環境の充実を図る さらに 実する。 基本施設の設置を完了し、運用法を定め運用を開始した。また、学習管、 。 、
電子化情報コンテンツの充実と利用性向 理システムとして、moodleを導入し、運用を開始し、ブース及びmoodle
上を実現し、eラーニング・遠隔授業シ を利用した後期のeラーニング授業の収録・運用に実績を上げている。さ
ステムを支援する。 らに、著作権処理の外注化を完了し、平成19年度より利用の見込みでい

る。eラーニングコンテンツ、電子補助教材に関しても配信７科目、作成
開始７科目と大幅に増加した（平成16年度：２科目、平成17年度：５科
目配信 。）
以上のことから、年度計画を十分実施している。

【１９５ ・ 上記の情報メディアを一 【１９５】総合情報メディアセンター、 Ⅲ 総合情報メディアセンターのデータベースと統合基盤システムとの連】
元管理する総合情報プラザの実現のため 学術情報チームによる情報メディアの一 携を完了し、総合情報メディアセンター、学術情報チームによる情報メ
に、平成17年度までに図書館、総合情報 元管理を計画的に推進する。 ディアの一元管理を計画的に推進した。
メディアセンター、情報化推進室の協力 以上のことから、年度計画を十分実施している。
体制を強化する。 なお、本年度をもって中期計画を達成した。

ウェイト小計

ウェイト総計

〔ウェイト付けの理由〕
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(４) その他の業務運営に関する特記事項等

１．特記事項 〇情報システムの整備に関する取組状況

■学務情報システムの運用〇施設設備の整備等に関する取組状況
平成17年度に導入した「学務情報システム」を後期より運用した。多様な機能

、 、 。■民間金融機関の長期借入金による家畜病院の整備（一部再掲） を有する本システムの運用にともない 学生サービス支援 学習支援が拡充した
獣医学教育の充実及び診療収入の増加を図るため、家畜病院の整備を民間金融機
関からの長期借入金により整備する基本計画を取りまとめた。文部科学省との協議 ■eラーニングシステムの運用
の後、中期計画の変更を行い、平成19年度より整備事業を実施することとした（本 収録ブースの増設及び府中キャンパスのeラーニング受講室の増設を完了した。
実績報告書15頁・年度計画【160】を参照 。 また、全学的施設の設置を完了し、運用法を定め運用を開始した。学習管理シス）

テムとして、moodleを導入、運用を開始し、ブース及びmoodleを利用した後期のe
■施設等の有効活用と整備 ラーニング授業の収録・運用に実績を上げている（本実績報告書28頁・年度計画
『キャンパス施設マネジメント電算化システム』導入の第Ⅱ期として、施設台帳 【194】を参照 。）
管理システムの部屋番号データを整理し、また、既に作成したデータベースを活用
するため、建物設備管理システムを導入した。定期的な巡回点検を実施し、調査結

〇情報セキュリティに関する取組状況果に基づく改修計画を策定するとともに、プリメンテナンス計画を策定すべく調査
を実施し、調査結果に基づき修繕計画及び経費について検討を進めた。また、共有
スペースの確保について検討した（本実績報告書23-24頁・年度計画【171～175】 ■セキュリティ体制の整備
を参照 。 アプリケーションソフトやOSのアップデート情報を共有するメーリングリスト）

の運営を行い、学内PC利用者のセキュリティ向上に努めた。特に Windows Vista
■キャンパス・アメニティに基づく総合整備の実施 に関するセキュリティ情報を集中的に入手した。また、SPAMメールやウイルスメ
平成17年度に策定した｢キャンパス・アメニティ総合整備計画｣に基づき、703㎡ ールについて、RBLを利用する受信拒否システムを稼動させた。さらに、内閣府が

の改善・改修工事を実施した。また、各キャンパスの構成員の意見を十分に踏まえ 策定中の政府統一情報セキュリティポリシーの案を参考に本学における取り扱い
た整備計画を策定すべく調査を実施し、調査結果に基づき改善策を検討し 「キャ について検討を進めた（本実績報告書28頁・年度計画【193－２】を参照 。、 ）
ンパス・アメニティ総合整備計画」の見直しを行った（本実績報告書24頁・年度計
画【177】を参照 。）

〇安全衛生管理に関する取組状況 ２．共通事項に係る取組状況

■安全管理（危機管理）体制の整備 （その他の業務運営に関する重要事項の観点）
事故・災害時の報告ルールについて見直しを行い、震災対策用備品の備蓄につい

○施設マネジメント等が適切に行われているか。ては、６年次計画の３年次分を整備した。また、全学的な事件・事故対応、薬品管
理マニュアルの策定及び全学的・総合的な危機管理体制の確立について検討を進め ・施設マネジメントに係る取組状況については、上記特記事項「施設等の有効活
た。 用と整備」を参照。

・平成17年度に策定した｢キャンパスマスタープラン｣及び「キャンパス・アメニ
■キャンパス安全パトロールの実施 ティ総合整備計画」に基づく整備状況については、上記特記事項「キャンパス・
安全管理向上の一環として、学長、担当理事、部局長等による「キャンパス安全 アメニティに基づく総合整備の実施」を参照。
パトロール」を府中、小金井両キャンパスで実施した。研究室の安全対策実施状況 ・設備の計画的な整備に向けて「設備整備マスタープラン」を策定した。

【 】 。や問題箇所等を重点的に点検し、研究室等における現状を確認した。 ・環境保全対策の取組状況については本実績報告書24頁・年度計画 179 を参照
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○危機管理への対応策が適切にとられているか。
・危機管理マニュアルの策定を含む全学的な取組については、本実績報告書25-26
頁･年度計画【182～188】を参照。
・研究費の不正使用防止のための取組としては 「東京農工大学における公的研究、
費の管理・監査の実施基準検討会」を設置し、文部科学省から示されたガイドラ
インを踏まえて検討した。その結果 「競争的資金等の取扱いに関する要項 「競、 」、
争的資金等の使用に関する行動規範」等を策定し、平成19年度から施行すること
とした。また、共生科学技術研究院においても 「研究者行動規範」等を定めて、、
不正使用防止等の体制を整備した。

（各項目共通）

○従前の業務実績の評価結果について運営に活用しているか （一部再掲）。
・平成17年において指摘を受けた「全学的・総合的な危機管理体制の確立」につい
ては、上記の経営協議会委員の指摘もあり、平成19年度の重点施策として実施す
ることとした。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(1) 教育研究全般の質の向上に関する基本目標

○ 高度の教育研究を活発に展開するため、大学院基軸の教育研究体制を充実する。

○ 他大学・他研究機関との連合・連携による教育研究を推進する。中

期

○ 教育に特化した大学院制度を新たに導入し、本学大学院の教育機能を拡大する。目

標

○ 健康と安全に十分配慮した教育研究環境を構築することを目標とする。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【１】○ 研究部と教育部・学部の有機的連 【１－１】研究COEの成果を大学院 平成17年度に引き続き、COEコロキューム、発表会等を開催して、COE所属の博士
携を深め、研究部における先端的・学際的な 融合科目として実施する。 課程学生に個々の研究成果の発表及び議論を義務付けるなどにより、研究COEの成
研究成果を生かした高度な専門教育を推進す 果を教育に反映させる体制を取った。また、平成18年度カリキュラムで、COE関連
る。 科目を大学院融合科目として設定した。

【１－２】平成18年度新カリキュラ 大学教育委員会の下に融合科目の内容の検討と実施・運営を行うためのWGを設置
ムに導入された農工融合科目群の実 して具体的実施案を策定した。
施に向けてさらに検討する。

【１－３】平成18年度新カリキュラ 大学院科目に整合教育科目（開放科目、強化科目）を設定し、履修案内に記載し
ムにおいて、整合教育（開放科目・ た。開放科目は、平成18年度の学部入学生が４年次生になった時点から履修可能と
強化科目）を実施し、充実を検討す した。
る。

【２】○ 平成18年度までに全学の教育活動 【２】1名の専任教員を配置する。 平成18年４月より大学教育センター教育プログラム部門に１名の専任教員を配置
の企画・調整・評価及びアドミッション・ポ した。また、自己点検・評価を実施し、その結果に基づき今後のセンター機能の充
リシー等を推進するため、大学教育センター 実について検討した。
の機能を充実する。

【３】○ 学外研究機関等との連携・共同を 【３】学外研究機関等との連携・共 平成16年度に締結した、静岡県、東京工業大学、早稲田大学との｢医工連携｣協定
推進し、大学院における教育研究の新分野へ 同をさらに推進し、大学院における を引き続き継続した。また、電気通信大学と情報交換会等を行い、両大学の連携・
の積極的な展開を図る。 教育研究の充実を図るとともに、他 協力の推進に関する基本協定を締結した。

の国立大学法人との連携について、
役員会で検討を開始する。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【４】○ 連合農学研究科設置校として教育 【４】平成17年度に引き続き、連合 平成19年度から３専攻から５専攻に改組し、単位制(修了要件に12単位を課す)を
研究を推進するとともに、その連合の在り方 農学研究科のあり方について積極的 導入するため、学則及び部局運営規則等の整備を行った。また、連合農学研究科教
について積極的に検討する。社会的ニーズに に検討を進める。 員資格再審査規程を制定し、第１回 教員資格再審査を 平成21年度に実施すること
対応して、学生定員の拡充を図る。 とした。連合農学研究科の学生が、海外で学術集会等に積極的に参加することを支

援するため、国際会議等出席援助金制度を創設し、実施した。

【５】○ 獣医学科にあっては獣医学教育の 【５－１】獣医学教育の充実計画に 獣医学教育の充実計画の第３年度として、教員４名を選考し、配置した。
充実を図り、岐阜大学大学院連合獣医学研究 沿って教員の募集を進め、適任者の
科の在り方について積極的に検討する。 獲得に努める。

【５－２】平成17年度に引き続き、 岐阜大学大学院連合獣医学研究科の構成大学及び他の連合獣医学研究科並びに連
獣医学教育のあり方について積極的 合農学研究科の動向情報を収集した。
に検討を進める。

【５－３】臨床実習教育の充実のた 年度計画【160】の「判断理由（計画の実施状況）等」参照。
め、家畜病院の増改修計画を民間金
融機関からの借り入れにより着手す
る。

【６】○ 次世代に期待される先端的産業分 【６】 高度専門職業人養成のた 技術経営研究科(MOT)の授業の補助教材として、ビデオ・CD(11巻)を作成し、授
野において不可欠な技術経営学と技術リスク め、技術経営研究科（MOT）が収集 業に活用した。
学の両面を総合的かつ実践的に教育し、もっ した技術リスク情報を活用し、特色
て双方の知見を融合的に併せ持った高度専門 のある授業を行う。
職業人養成のため、平成17年度から専門職大
学院の導入を図る。

【７】○ キャンパス・アメニティの総合整 【７】平成17年度に策定したキャン 平成17年度に策定したキャンパス・アメニティ総合整備計画に基づき、アメニテ
備計画を作成し、順次実施を図る。 パス・アメニティ総合整備計画に基 ィの全学的な調査を行い、構内各所トイレ及び校舎共通部の改善・改修工事を実施

づき、アメニティ改善・改修工事を した。
順次実施する。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【８】○ 教育研究環境における安全対策を 【８-１】各部局において、「安全マニ 全学では、新入生に対し2006年版の「安全マニュアル」を配付し安全管理教
進めるとともに、安全管理教育を計画的に実 ュアル」等を用いた安全管理教育を徹底 育（ガイダンス）を実施した。また、2007年版「安全マニュアル」を作成し
施する。 する。 た。

農学府・農学部では、学部生（２年次以上）は各学科のオリエンテーション
等で安全管理教育を、大学院学生においては指導教員が個別に指導を行った。
工学部・工学府では、安全教育プログラムとして、安全マニュアルの他、ビ
デオ教材、実験安全ガイド等を用いて教育指導を徹底した。また、学部４年次
生及び大学院生においては、指導教員が個別・具体的な指導を随時行った。

【８-２】安全衛生委員会との連携を密 年度計画【８－１】の「計画の進捗状況」参照。
にして、緊急時連絡網の整備、非常時の
避難訓練など、組織的、総合的な学生の
安全対策を進める。

【９】○ その他、教育研究体制や制度を絶 【９】大学機関別認証評価受審に伴う自 年度計画【139・140】の「判断理由（計画の実施状況等）」参照。
えず見直し、改善に向けた十分な検討の上、 己点検・評価を実施し、評価結果に基づ
速やかに実行に移す。 き、教育研究組織の見直しを含めた改善

措置を検討する。
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東京農工大学

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(2) 教育に関する目標
① 教育の成果に関する目標

大学院基軸大学としての高度の教育を行い、その教育効果を常に検証し教育システムを改善することにより、高度の専門性を身に着けた創造性、国際性豊かな
人材を育成する。中

（学士課程）期
○ 農学又は工学に関する基礎的専門知識を持ち、豊かな教養に基づいた健全な科学的思考や倫理観を持ち、生涯にわたり自己啓発できる人材を育する。
○ 大学院進学と職業人としての社会進出に必要な素養を持った人材を育成する。目

（大学院課程）標

科学技術の高度化、学際化に対応し、独創性と実行力を備えた高度な専門能力を持つ職業人や研究者を育成する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【１０】 教育の成果を高めるため、全学的 【１０】 （16・17年度に実施済みのた
に教育部及び学部のカリキュラムの見直しを め、18年度は年度計画なし）
進め、平成18年度から教育部・学部整合カリ
キュラムを導入する。

【１１】○ 教養教育の成果に関する具体的 【１１－１】 平成18年度新カリキュラ 平成18年度カリキュラムにおいて、全学的に補習教育あるいは導入教育を１
目標の設定 ムにおいて、全学的に学力不足学生に対 年次生を対象に実施した。また、大学教育センターにおいて、入学後導入教育
・ 多様な入学生に対応した導入教育を実施 する補習教育を実施する。 の一環として、英語のeラーニング教材の配信を計画し、実施した。大学教育
する他、農工融合科目群を平成18年度から導 センターでは、工学部推薦入学生に対し入学事前学習支援プログラムを継続実
入する。 施した。

【１１-２】大学教育センターを中心と 年度計画【11－１】の「計画の進捗状況」参照。
して、入学前後導入教育をe-ラーニング
等により実施する。

【１１－３】 平成18年度新カリキュラ 年度計画【１－２】の「計画の進捗状況」参照。
ムにより導入された農工融合科目群につ
いて、平成20年度実施に向けて具体案を
WGで検討する。

【１２】 ・社会とのインターフェースとし 【１２】 大学教育センターを中心とし 大学教育センターにおいて、物理基礎教育に関するセミナーを開催したほ
ての教養及び基礎知識、能力の涵養を図るた て、平成22年度改革に向けて、技術系大 か、教養教育研究会を設置し、技術系大学として相応しい教養教育について検
め、技術系大学固有の教養教育を充実させる 学としてふさわしい教養教育のあり方及 討を進めた。

び実施方法を検討する。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【１３】 ○ 専門教育の成果に関する具体的 【１３】 平成18年度新カリキュラムを 教育プログラム検討WGにおいて、大学教育センターと連携し、平成22年度に
目標の設定 実施し、本学の教育理念の実現に努める 向け、専門基礎教育のあり方等について化学教育研究会をはじめとした研究プ
・ 専門知識の体系的把握を促進するため とともに、大学教育センターを中心とし ロジェクトを立ち上げて検討を進めた。
に、現行科目内容の見直し及び改善、専門教 て、平成22年度に向け、専門基礎教育の
育体系の検討を実施し、平成18年度から農工 あり方等について検討を開始する。
融合科目群を含む新カリキュラムを実施す
る。

【１４】○ 卒業後の進路等に関する具体的 【１４－１】専門性に適合した多様な分 学生支援チームにおいて、１・２年次生を対象に就職オリエンテーションの
目標の設定 野におけるキャリアアップ教育を実施す 中でキャリアアップ講座を開催した。
・ 幅広い進路の選択が可能なように、専門 る。
知識及び能力を身に着けさせる。

【１４－２】平成17年度に引き続き、イ 大学教育委員会・学生生活委員会合同連絡会において、インターンシップの
ンターンシップの充実を図る。 充実の方策について検討した。また、平成18年度のカリキュラム改正に伴うイ

ンターンシップ科目の実施について調査を行った。

【１５】・ 大学院進学率の向上に合わせ、 【１５】平成18年度新カリキュラムによ 年度計画【１－３】の「計画の進捗状況」参照。
平成18年度から教育部・学部間の整合教育を り、整合教育を実施する。（再掲）
実施する。

【１６】○ 教育の成果・効果の検証に関す 【１６－１】平成17年度に引き続き、大 大学教育センターにおいて、全ての常勤教員・非常勤教員を対象に、学生に
る具体的方策 学教育センターにおいて、学生による授 対する授業アンケート及び教員による自己点検・評価を実施した。その結果を
・ 学生及び教員による授業評価、教育環境 業評価及び教員による自己評価を実施す 各教員にフィードバックするとともに大学教育委員会に集計結果を報告した。
の調査、卒業後の進路状況、卒業生及び受入 る。
れ企業・機関からの意見聴取等によって、教
育効果の恒常的な評価を実施する。

【１６－２】平成17年度に引き続き、卒 大学教育センターにおいて、平成17年度卒業生を対象として卒業時に進路状
業時点での進路状況の調査を実施し、大 況調査を実施し、分析を行った。
学教育センターにおいて、分析する。

【１６－３】平成17年度に引き続き、大 大学教育センターにおいて、卒業生に対しインタビューによる意見聴取を実
学教育センターにおいて、卒業生からの 施した。また、受け入れ企業からの意見聴取を実施した。
意見聴取を実施するとともに、受け入れ
企業等からの聴取方法につき検討する。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

（大学院課程）

【１７】○ 大学院課程の成果に関する具体 【１７－１】学部教育との整合性を持っ 年度計画【１－３】の「計画の進捗状況」参照。
的目標の設定 た大学院修士課程または博士前期課程の
・ 確かな専門能力の育成のため、学部教育 体系的なカリキュラムを検討し、可能な
との整合性を持った大学院修士課程または博 ものから実施する。
士前期課程のカリキュラムを体系的に整備
し、平成18年度から整合教育カリキュラムを
実施する。 【１７－２】平成18年度から、整合教育 強化科目について、履修案内に記載し、実施した。

カリキュラムを実施する。 平成18年度は、工学府及び生物システム応用科学府（BASE）では履修者がい
なかったが、農学府では延べ64名が履修した。

【１８】・ 国際性、学際性を身に着けさせ 【１８－１】平成17年度に引き続き、e 技術経営研究科(MOT)においては、eラーニングによる授業配信を行った。ま
るための、eラーニング・遠隔授業システムの ラーニングを利用した授業科目を大幅に た、工学府、農学府、生物システム応用科学府、保健管理センター、留学生セ
整備、他大学院との単位互換等を進める。 増加するとともに、工学系大学院単位互 ンターにおいて計14科目の授業をeラーニングで配信した。 なお、工学系大学

換科目の充実を図る。 院単位互換科目については、年度計画【54】の「計画の進捗状況」参照。

【１８－２】平成17年度に引き続き、e 府中キャンパスにおいて、eラーニング受講室を整備した。
ラーニング、遠隔授業を実施するための
環境整備を行う。

【１９】・ 科学技術の高度化、学際化、情 【１９】平成18年度新カリキュラムを実 平成18年度カリキュラムを実施した。さらに教育プログラム検討WGにおい
報化、国際化に対応できる修士課程、博士前 施するとともに、体系的カリキュラムの て、平成22年度に向けて体系的なカリキュラムの考え方を取りまとめた。
期・後期課程のカリキュラムを体系的に整備 整備を進める。
した新カリキュラムを平成18年度から導入
し、シラバスを策定する。

【２０】○ 修了後の進路等に関する具体的 【２０－１】 幅広い分野への一層の進 平成17年度に整備した相互履修制度に基づき、平成18年度は農学府・工学府
目標の設定 出を図るために、学府と技術経営研究科 から技術経営研究科(MOT)の講義のうち17科目に受講があった。
・ 専門知識と専門技術を生かすことができ （MOT）との間の相互履修を推進する。
る幅広い分野への一層の進出を図るために、
技術経営（MOT）、知的財産関係の専門的知識
技術、技術・経営リスク管理の教育を通じ、 【２０－２】平成17年度に引き続き、技 技術経営研究科(MOT)において、修士ダブルメジャーの具体的な案を作成し、
新事業に挑戦する意思と技術・経営リスク管 術経営研究科（MOT）において、修士ダ 工学府と調整を進めた。
理に関する能力を持った人材の育成を目指 ブルメジャーについて検討する。
す。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【２１】○ 教育の成果・効果の検証に関す 【２１－１】平成17年度に引き続き、大 大学教育センターにおいて、全ての常勤教員・非常勤教員を対象に、大学院
る具体的方策 学教育センターにおいて、学生による授 生に対する授業アンケート及び教員による自己評価を実施した。その結果を各
・ 学生及び教員による授業評価、教育環境 業評価及び教員による自己評価を実施す 教員にフィードバックするとともに大学教育委員会に集計結果を報告した。
の調査、修士・博士の学位取得状況、修了後 る。
の進路状況、修了生及び受入れ企業等からの
意見聴取等によって、教育効果について恒常
的な評価を実施する。 【２１－２】平成17年度に引き続き、修 大学教育センターにおいて、平成17年度修了生に対するインタビューを行

了生・卒業生を対象として、教育・研究 い、教育・研究環境についての状況を把握した。
環境の調査を行う。

【２１－３】平成17年度に引き続き、大 平成17年度に引き続き、修士・博士課程の学位取得状況の調査を実施した。
学教育センターにおいて、修士・博士課
程の学位取得状況の調査を実施、分析し
教育改善につなげる。

【２１－４】平成17年度に引き続き、大 平成17年度に引き続き、修了時に進路状況の調査を実施し、分析を行った。
学教育センターにおいて、修了時点での
進路状況の調査を実施し、分析する。

【２１－５】平成17年度に引き続き、大 年度計画【16－３】の「計画の進捗状況」参照。
学教育センターにおいて、修了生からの
意見聴取を実施するとともに、受け入れ
企業等からの聴取方法について検討す
る。
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東京農工大学

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(2) 教育に関する目標
② 教育内容等に関する目標

○ アドミッション・ポリシーに関する基本方針
・自然や科学技術に関心を持ち、常に自己を啓発し、実行力に優れ、社会で活躍することを目指す学生を国内外から広く受入れる。

中 ○ 教育理念や教育目標に連動したカリキュラム・デザインの基本方針

期
・学習意欲の向上と探究心を育成できる授業形態を構築するとともに、学生が自律的に学習できるカリキュラムを提供する。

目
○ 授業形態・学習指導法等に関する基本方針
・農学、工学及び融合領域分野の科学技術者として必要かつ充分な教養・基礎・専門知識及び実践能力を育成するよう、講義・演習・実験・実習を体系的に

標
配置する。

○ 成績評価に関する基本方針
・履修科目の到達目標、習得項目及び評価方法を明確にして成績を評価する。

（大学院課程）
○ アドミッション・ポリシーに関する基本方針
・高度な専門的・学際的知識の習得と知の開拓に強い意志を持ち、最新の科学技術の展開に関心を持ち、実践的に行動する意欲を持った学生を広く国内外から
受入れる。

○ 教育理念や教育目標に連動したカリキュラム・デザインの基本方針
・農学、工学及び融合分野の最新の展開に即応した科目を体系的に採用するとともに国際的、国際的素養を身に着けることのできるカリキュラム編成を行う。

○ 授業形態・学習指導法等に関する基本方針
・専門教育の高度化、国際化に適応した様々な授業形態を柔軟に採用するとともに、学生の多様化に対応したきめ細かい学習指導方法を確立する。

○ 成績評価に関する基本方針
・専門知識の習得成果を評価するとともに、学習成果の発展能力、研究能力等を総合的に評価する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

（学士課程）

【２２】○ アドミッション・ポリシーに応 【２２－１】平成17年度に引き続き、大 大学教育センターにおいて、両学部の入試制度等研究委員会と協力しなが
じた入学者選抜を実現するための具体的方策 学入試センター試験の利用教科、科目、 ら、本学のアドミッション・ポリシーに即した入学者選抜方法の検討を行っ
・ 大学入試センター試験の利用教科・科 傾斜配点等の研究を行う。 た。
目、傾斜配点や個別入試の出題科目及び入学
試験ごとの募集人員の配分等を含む学力検査
方法全般の研究を推進する。 【２２－２】平成17年度に引き続き、個 大学教育センターにおいて、一般選抜及び特別選抜の出題科目、募集人員の

別入試の出題科目、募集人員の配分につ 適正化、得点調整の在り方等について調査研究を行った。
いて研究する。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【２３】・受験者の多様化に対応し、AO入試 【２３】 大学教育センターからのAO入 大学教育センターにおいて、提案したAO入試を含む入学者選抜方法の改善に
も視野に入れ、入学者受入れ方策を充実す 試を含めた入学者受け入れ方策の提案に ついて、入試制度改革WG及び両学部の入学者選抜方法研究小委員会（入選研）
る。 基づいて入学試験委員会で具体案を検討 において審議し、一部の学科では実施に向け、具体案の検討を進めた。

する。また、平成17年度に引き続き、推 また、平成17年度に引き続き、工学部推薦入学者に対して通信添削による入
薦入試による入学予定者に対して入学前 学事前学習支援プログラムを実施した。
教育を実施する。

【２４】・多様な手段を利用して、アドミッ 【２４－１】平成17年度に引き続き、募 本学のアドミッション・ポリシーを、キャンパスツアー、学部説明会におい
ション・ポリシーの周知・広報の充実を図 集要項、入試情報、Web、大学案内パン て周知するとともに、大学案内、入試パンフレット等の配布、Web受験情報サ
る。 フレット、大学説明会、キャンパスツア イトへの掲載、高校・予備校訪問、合同進学相談会への参加、関東甲信越の地

ー等の機会を利用してアドミッション・ 方会場の説明会参加、本学Webページデザインの一新等により、学内外に周知
ポリシーの周知を図る。 ・公表した。

【２４－２】多様な媒体及び機会を活用 平成17年度に引き続き、定期的キャンパスツアーの実施(全21回・参加者662
し、大学ブランドを積極的、効果的にメ 名・満足度４点満点中3.7点）、団体のキャンパスツアーの実施（全14回・参
ッセージする入試広報の充実を図る。 加者380名）、学部説明会の開催、大学案内・入試パンフレット等の配布拡

大、Webを利用した情報提供、Webページの整備等を行った。また、平成18年度
からの試みとして、夏休みの学科別キャンパスツアーの実施、受験生向け模擬
授業及び体験教室の実施、女性科学者を目指す高校生・受験生を対象としたサ
マースクールの実施、多摩地区の高校教員を対象とした大学見学会の実施、学
外進学相談会への参加拡大（平成17年度 14会場→平成18年度 29会場）、進学
相談会入試広報マニュアルの作成等、大学ブランドを積極的、効果的にメッセ
ージする入試情報の充実を図った。また、予備校の理事を招き、本学の職員を
対象に講演会「志望動向から見た農工大の将来」を開催し、学内意識を醸成し
た。
さらに、大学案内のページ数を増やし（32頁→40頁）、特に学科紹介ページ
及び就職ページを充実のための準備を整えた。

【２５】○ 教育理念等に応じた教育課程を 【２５】（16・17年度に実施済みのた
編成するための具体的方策 め、18年度は年度計画なし）
・ 農学、工学及び融合領域分野の教育に必
要な基礎・専門科目の体系的カリキュラムを
平成18年度から導入する。

【２６】・ 教養教育と専門教育のくさび形 【２６】平成17年度に引き続き、くさび 教育プログラム検討WGにおいて、大学教育センターと連携し、平成22年度に
編成をより徹底し、教育効果を高める。 形編成の教育成果について現状を検証 向け、くさび形編成のあり方等について取りまとめた。

し、平成22年度に向けてあるべき方策を
研究する。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【２７】・CAP制の徹底化、リテラシー教育の 【２７－１】平成18年度新カリキュラム 平成18年度カリキュラムにおいてCAP単位数を全学的に26に統一した。ま
改善、インターンシップ制度の拡充を図ると から、全学的にCAP単位数を統一する。 た、単位の実質化に向けて引き続き検討を進めた。
ともに、JABEE等の認定への対応に配慮したカ さらに、単位の実質化に向けて検討を進
リキュラム・デザインを進め、JABEE等の認定 める。
の申請学科（コース）の着実な増加を図る。

【２７－２】平成18年度新カリキュラム 平成18年度カリキュラムにおいてリテラシー科目の大幅な見直しを行い、実
から、リテラシー科目の大幅な見直しを 施した。語学教育のあり方検討WGにおいて、平成22年度に向けてリテラシー科
行う。さらに、平成22年度に向けてこの 目改善に向けた検討を進めた。
科目のあり方を検討する。

【２７－３】平成17年度に行った調査結 年度計画【14－２】の「計画の進捗状況」参照。
果に基づき、インターンシップの充実策
を検討する。

【２７－４】各部局において、JABEE認 化学システム工学科においてJABEE再申請を行った。
定の申請学科の増加を図るための方策を
検討する。

【２８】○ 授業形態、学習指導法等に関す 【２８－１】平成17年度に引き続き、種 大学教育センターにおいて、教育上の工夫についての調査を行った。また、
る具体的方策 々のFD活動を通じて対話型、学生参加型 対話型、学生参加型の授業を実現するための方策についてシンポジウム、ディ
・ 少人数、対話型、学生参加型の授業形態 の授業の充実、増加に努める。 スカッションミーティングを開催したほか、新任教員研修会の開催、センター
の充実を図るとともに、体験型教材等を利用 ニュース速報の発行、ティーチングスキルに関するセミナー等を通じて学生参
した授業を導入し教育効果を高める。 加型授業の普及に努めた。

【２８－２】平成18年度新カリキュラム 平成18年度カリキュラムの導入により、農工両学部の１・２年次生に対して
で「国際コミュニケーション演習」を実 国際コミュニケーション演習科目を開講した。
施し、授業評価により教育効果を検証す
る。

【２８－３】平成17年度に引き続き、大 大学教育センターにおいて、平成17年度に引き続き本学にふさわしい体験型
学教育センターにおいて、体験型教育の 教育の形態について検討を進めた。
具体化を検討する。

【２９】・ 自習教材の充実及び情報技術の 【２９】 eラーニング自習用コンテンツ 保健管理センター、留学生センターにおいて、eラーニングによる授業を実
活用により、学生の時間外学習の支援の強化 の一層の充実を図る。 施した。また、入学後導入教育として英語のeラーニング教材を配信した。
を図る。

【３０】・TAの配置を積極的に促進し、教育 【３０】TAの任用時期の早期化を行い、 TAを４月から任用できるよう、実施要項を改正した。これに基づき、早期の
効果を高める。 教育効果を高める。 TA任用・配置及び大学教育センターによるTAセミナーを実施した。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【３１】○ 適切な成績評価等の実施に関す 【３１】成績評価基準のシラバス明示を 成績評価基準のシラバスへの明示の徹底を図るとともに、成績確認制度を創
る具体的方策 徹底するとともに、成績確認制度を整備 設し、履修案内に記載した。
・ GPA制度の下で成績評価方法を明示し一貫 して、適正な成績評価を実施する。
性及び厳格性を持った成績判定を行うととも
に、平成18年度から成績評価法のシラバスに
よる開示を実施する。

【３２】・ 各種検定試験(TOEFL､TOEIC等)認 【３２】平成18年度新カリキュラムにお 平成18年度カリキュラムにおいて、資格試験英語演習科目を設置し、履修案
定科目群を平成18年度から設置する。 いて、検定試験認定用科目を設置し、平 内に記載した。

成20年度実施に向けて具体案を策定す
る。

【３３】・ 派遣学生が海外の姉妹校等で取 【３３】姉妹校提携大学間での取得単 農学部において海外の姉妹校提携大学（パデュー大学）で取得した単位を認
得した単位や、海外でのインターンシップ等 位認定にならって、海外インターンシ 定した。
による学生の活動に対して、単位として認定 ップ活動の単位認定の方策を検討する。
する方向で検討する。

（大学院課程）

【３４】 ○ アドミッション・ポリシーに応 【３４】本学Webページ、大学院募集要 本学Webページ、大学院募集要項、大学院説明会【生物システム応用科学府
じた入学者選抜を実現するための具体的方策 項、大学院説明会等を通じて、アドミッ (BASE)・技術経営研究科(MOT)】等を通じて、アドミッション・ポリシーの周
・ 社会人、留学生等多様な入学者の受入れ方 ション・ポリシーの周知を図る。 知を図った。
策を充実する。

【３５】○ 教育理念等に応じた教育課程を 【３５】 平成18年度新カリキュラムを 平成18年度カリキュラムを実施した。
編成するための具体的方策 実施する。
・ 各分野における高度な専門知識を習得さ
せ、国際化に対応できる高度専門職業人として
必要な能力を養成するカリキュラムを平成18年
度から導入する。

【３６】・ 技術経営研究科（専門職大学 【３６】平成17年度に引き続き、技術経 技術経営研究科(MOT)及び各学府の開講科目の相互受講を実施し、その旨履
院）の開講科目を他の大学院課程でも学習で 営研究科（MOT）と各学府の開講科目の 修案内にも記載した。
きるようにする。 相互受講を実施する。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【３７】・ 社会要請にこたえ社会人教育や 【３７－１】 平成17年度に引き続き、 知的財産分野等起業家の養成等に必要なカリキュラムとして、技術経営研究
起業家養成等に必要なカリキュラムを編成す 起業家養成のための授業科目を実施す 科（MOT）では、知的財産管理学、先端機械ビジネス論等17科目を、工学部で
る。 る。 は「ベンチャービジネス論」、「知的所有権」等の科目を開講した。

【３７－２】 技術経営研究科（MOT）に 技術経営研究科（MOT）において、起業家育成を支援するため、学内施設で
おいて、起業家育成を支援するため、学 のインターンシップを実施し、平成18年度は８名の学生がインターンシップを
内施設でのインターンシップを実施す 履修した。
る。

【３８】○ 授業形態、学習指導法等に関す 【３８】幅広い実験技術を身につけるた 生物システム応用科学府(BASE)において、幅広い実験技術を身に付けるため
る具体的方策 めの授業形態を検討する。 の科目「基礎技術演習」を開設した。機器分析センターにおいても、実験教育
・ 設備の充実や教員配置を工夫して、授業 の改善について検討を進めた。
クラスの規模の適正化を図る。

【３９】・ 大学院オリエンテーションを充 【３９-１】専攻ごとのオリエンテーシ 専攻ごとのオリエンテーションを実施した。
実し、入学者の個性に応じたきめ細かい導入 ョンを実施し、履修案内を検証する。
教育及び履修計画の作成指導を行う。

【３９-２】大学院留学生に対するオリ 平成18年度から大学院留学生に対するオリエンテーションを実施した。
エンテーションを充実する。

【４０】・ 短期留学生プログラム（STEP） 【４０】各学府・研究科において英語で 英語での開講科目を増加し、講義履修案内で明示した。（農学府では平成17
の積極的活用を図り、国際的なコミュニケー の授業の拡充を図る。 年度21科目から平成18年度40科目に増加、生物システム応用科学府(BASE)では
ション能力を向上させるとともに、プレゼン ２科目を開設、連合農学研究科では12のゼミナール科目を開設した。）
テーション能力を育成するため、英語による
授業を拡充する。

【４１】○ 適切な成績評価等の実施に関す 【４１】 成績評価基準のシラバス明示 年度計画【31】の「計画の進捗状況」参照。
る具体的方策 を徹底するとともに、成績確認制度を整
・ 到達目標と成績評価法のシラバスによる 備して、適正な成績評価を実施する。
開示を平成18年度から実施する。

【４２】・ 派遣学生が海外の姉妹校等で取 【４２】姉妹校提携大学間での取得単位 年度計画【33】の「計画の進捗状況」参照。
得した単位や、海外でのインターンシップ等 を認定し、また海外インターンシップ活
による学生の活動に対して、単位として認定 動の単位認定について検討する。
する方向で検討する。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(2) 教育に関する目標
③ 教育の実施体制等に関する目標

○ 組織の整備及び教職員の配置に関する基本方針
・本学の教育理念に沿った教育実施体制を整備するために、必要な人材配置を進める。

中
○ 教育環境の整備に関する基本方針期
・教育の情報基盤を整備する。目

標
○ 教育の質の向上のためのシステムに関する基本方針
・教育活動に関する評価・解析結果に基づいて教育課程を改編し、教育改善を図る。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【４３】○ 適切な組織の整備及び教職員の 【４３－１】平成18年度新カリキュラム 融合科目の全学出動による実施体制についてWGで検討し、融合科目の責任教
配置等に関する具体的方策 に対応する人材配置を行う。 員10名を全学から選出した。
・ 教育部・学部における教育の充実のた
め、全学出動体制を拡充し、平成18年度から
新カリキュラムに適応した体制を再構築す 【４３－２】 大学教育センターと連携 教育プログラム検討WGにおいて、大学教育センターと連携し、平成22年度に
る。 して、教養教育・専門基礎教育における 向け、教養教育・専門基礎教育における部局間・学科間の協力体制の考え方を

部局間・学科間の協力体制を検討する。 取りまとめた。

【４３－３】社会の動向や学問の発展に 教育研究組織改革WGにおいて、社会の動向や学問の発展にあわせた組織のあ
あわせた教育組織のあり方について検討 り方を検討した。
を開始する。

【４４】・ 社会の動向や学問の発展を先取 【４４－１】平成17年度に引き続き、連 年度計画【４】の「計画の進捗状況」参照。
りし、大学院の専攻の拡充・増設等を行う。 合農学研究科において、専攻の改組・再
それに伴い、学部及び大学院の入学定員を見 編を検討する。
直す。

【４４－２】技術経営研究科（MOT）に 工学府博士課程にMOTコースを設定することについては工学府の合意が得られ
対する博士後期課程設置の可能性を検討 なかった。募集要項に則った通常の入学試験を受験し入学した。
する。

【４５】・ 技術経営研究科（専門職大学 【４５】（16・17年度に実施済みのた
院）と連携して、リスク管理教育カリキュラ め、18年度は年度計画なし）
ムを編成する。そのため、学外から実務経験
を有する専門家を採用することなどにより教
員組織を充実させる。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【４６】・ 教職課程を維持し、引続き必要 【４６】教職課程の維持のため、カリキ 教職課程カリキュラム編成の見直しを行うとともに、２名の教職課程専任教
な教員を配置する。 ュラム編成を検討するとともに、大学教 員の配置を維持するため転出教員の補充を行った。また、教育プログラム検討

育委員会において、教職課程のあり方に WGにおいて教職課程のあり方について検討した。
ついて検討を開始する。

【４７】・ 事務職員の専門能力向上やティ 【４７－１】教務・学生担当職員の専門 教務事務研修、厚生補導研修等学外の研修や、国立大学法人等西東京地区合
ーチングアシスタント（TA）の適切な配置等 性を高めるための研修活動を推進する。 同の初任職員研修に職員を参加させた。また、大学教育センターにおいてSD研
により教育活動の支援を充実する。 修を実施した。

【４７－２】大学教育委員会において、 年度計画【30】の「計画の進捗状況」参照。
TA配置を計画的に進め、大学教育センタ
ーによるTA研修を行う。

【４８】○ 教育に必要な設備、図書館、情 【４８－１】平成17年度までに行った調 キャンパス・アメニティ総合整備計画に基づき、教育環境の整備実施を進め
報ネットワーク等の活用・整備の具体的方策 査結果に基づき、講義室、実験演習設備 た。
・ 教育内容に対応した講義室等を整備する 等の整備を推進する。
とともに、学生の自発的な学習活動を補助す
る。

【４８－２】自主学習教室の整備、充実 図書館、総合情報メディアセンター、自習のための教室開放等により自主的
を図る。 学習環境の整備を進めた。

【４８－３】平成17年度に引き続き、図 授業関連図書を府中図書館に133冊、小金井図書館に154冊購入し授業関連図
書館における授業関連図書等の充実を図 書コーナーに配架し、利用に供した。
る。

【４８－４】平成17年度に引き続き、e 年度計画【18－２】の「計画の進捗状況」参照。
ラーニングのための環境整備を行う。

【４９】・ 学内諸施設を活用し、学生の起 【４９】平成17年度に引き続き、起業家 ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー（VBL）に起業家向けスペースを確保し
業を支援するためのスペースを確保する。 育成教育のための支援体制を検討する。 た。

【５０】・ 総合情報プラザの一環としての 【５０】新学務情報システムを計画的に 学生サービス支援、学習支援の機能を拡充した、新学務情報システムを後期
デジタルキャンパス化計画により,ネットワー 導入し、学生サービス支援、学習支援の から本格的試験運用を開始した。
クを利用した学生サービス支援（履修情報の 充実を図る。
取得など）及び学習支援（学習情報の取得な
ど）を目的とする教育環境を整備する。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【５１】○ 教育活動の評価及び評価結果を 【５１】平成17年度に引き続き、大学教 大学教育センターにおいて、組織的・体系的な教育活動に関する評価、解析
質の改善につなげるための具体的方策 育センターを中心に、教育活動に関する 手法の研究を推進した。
・ 教育活動に関する評価・解析結果に基づ 評価、解析手法の研究を行い、教育改善
き、教育課程の改編や、各教員の教育方法の に結びつける。
改善を図る。

【５２】○ 教材、学習指導法等に関する研 【５２】平成17年度に引き続き、公開授 大学教育センターにおいて、公開シンポジウム「理系基礎教育」を実施した
究開発及びFDに関する具体的方策 業、講義方法の研修・検討会、FDセミナ ほか、新任教員研修、TAセミナー、学内GP報告会、FDセミナー、リーフレット
・ 教育改善のため、公開授業、講義方法の ー、TAセミナー、「大学教育センターリ 発行等を実施した。
研修・検討会等を拡充する。 ーフレットシリーズ」の配布等を通して

教育改善の一層の充実を図る。

【５３】○ 全国共同教育、学内共同教育等 【５３】 平成17年度に引き続き、単位 単位互換協定に基づき、琉球大学より特別聴講学生を受け入れた。また、大
に関する具体的方策 互換協定に基づき、大学間の共同教育の 学教育センターにおいて、放送大学との単位互換について検討し、試行するこ
・ 単位互換協定に基づき大学間の共同教育 より一層の拡充を図る。 ととした。
を拡充する。

【５４】・ 全国の複数の大学との遠隔授業 【５４】平成17年度に引き続き、SCS、 引き続き、SCSによる遠隔教育を行った。また、12大学大学院単位互換eラー
による共同教育を充実する。 eラーニングによる遠隔教育のより一 ニング科目を４科目開講した。

層の拡充を図る。

【５５】・ 教育部間、学部間、専攻間、学 【５５-１】平成18年度新カリキュラム 大学教育委員会の下に融合科目の内容を検討し、実施・運営するためのWGを
科間の共同教育を推進する。 に基づき、農工融合教育について、具体 設置し、具体的実施案を作成した。

案の策定を進める。

【５５-２】部局において、学科を超え 教育プログラム検討WGにおいて、学科を超えた共同教育プログラムの考え方
た共同教育プログラムを検討する。 を取りまとめた。
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東京農工大学

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(2) 教育に関する目標
④ 学生への支援に関する目標

○ 学習面、健康面、生活・経済面、就職面等、学生にかかる入学時から卒業までの期間にわたる幅広い支援を行う。中
期
目
標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【５６】○ 府中・小金井の両キャンパスに 【５６】府中・小金井地区学生サポート 両キャンパスの「学生サポートセンター」において、学習・健康・生活・経
「学生センター」を設置し、学生への学習 センターと各学科間の連携を図り，業務 済支援、就職等の学生支援を行った。
面、健康面、生活・経済面、就職面における の充実を図る。
支援を強化する。

【５７】学習面の支援 【５７－１】自習用補助教材の充実を図 大学教育センターにおいて、英語導入教育のためのeラーニング教材の提供
・ 授業時間外の自主学習等の学習を支援す る。 を行った。
る計画を検討し、実施する。

【５７－２】自主学習教室を開放する。 農学部においては、６時限以降に本館の２教室を自主学習用に開放した。

【５８】・ チューター制度等の導入を検討 【５８】平成17年度に引き続き留学生に 留学交流推進チーム及び留学生センターにおいて、チューターに対し、チュ
し、実施する。 対するチューター制度を維持し、チュー ーター教育として役割・サポート体制等についてのオリエンテーションを実施

ター教育を実施する。 するとともに、活動開始後３ヶ月経過時点で報告書を留学生センター宛てに提
出させることとし、必要に応じて助言・指導を行った。

【５９】・ 学生間支援（ピア・サポート） 【５９】学生間支援制度の調査結果に基 女性キャリア支援・開発センターのキャリアパス支援におけるメンター制度
制度の確立を目指す。 づき、実施に向けた試行を行う。 の導入に協力するとともに、これを拡大したピアサポート制度を実施に向けて

検討を進めた。

【６０】・ 毎週１時間の教員のオフィスア 【６０】オフィスアワーの学生への周 シラバスにオフィスアワーを掲載し、学生が確認し相談できる体制を整え
ワ－を設け、学習相談窓口とする。 知の徹底及び実施体制の点検・評価を た。

行うことにより、学習相談機能のさら
なる向上を図る。

【６１】健康面の支援 【６１】平成17年度に引き続き、健康 保健管理センターにおいて、健康管理について学生への啓発に努め、引き続
・ 健康管理と健康増進を図るため保健管 診断の高受診率を維持するとともに、 き定期健康診断の高受診率を維持した。また、学生の健康相談等のため、昼休
理センターの機能を充実し、健康管理体制の 健康管理体制及び健康教育の充実を図 み時において相談窓口時間を延長するなど、健康管理体制の充実を図った。教
一層の充実を図る。 る。 養科目のスポーツ・健康科学科目において、保健管理センター医師による健康

科学、メンタルヘルス科目を設置した。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【６２】生活・経済面の支援 【６２】独自奨学金制度の拡充を検討す 平成16年度に検討し、平成17年度に設置した独自奨学金制度を、平成18年度
・ 入学料･授業料免除や奨学援助制度を見直 る。 より導入・実施した（博士課程学生50名に奨励奨学金20万円を給付）。
し、独自奨学金制度を検討する。

【６３】・ 学内外のアルバイト紹介システ 【６３】アルバイト紹介システムの利用 「東京農工大学学生アルバイト情報ネットワーク」を導入し、利用状況を調
ムを充実する。 状況について調査し、利用率向上のため 査した上で、引き続き運用した。

の方策を検討する。

【６４】・ キャンパス・アメニティの一層 【６４】平成17年度に引き続き、キャン キャンパス・アメニティ総合整備計画に基づき、教育環境の整備を実施し
の充実を図る。 パス・アメニティの整備を行い、より一 た。

層の向上を図る。

【６５】・学生の福利厚生施設を改修整備す 【６５】平成17年度に引き続き、改修等 生協と連携し、福利厚生施設の改善について検討を進めた。また、学寮につ
るとともに、効率的運営体制を確立する。 を行い、福利厚生施設の充実を図る。 いては、改修及び建て替えについて学生寮整備計画検討WGを立ち上げ検討を進

め、報告書を取りまとめ、役員会等に提出した。

【６６】 ・ 課外活動、ボランティア活動 【６６－１】平成17年度に引き続き、課 ABUロボコン国内大会において優勝したロボット研究会のほか、課外活動に
の活性化を図るための方策を検討し、実施す 外活動を活性化するための方策を検討 おける活躍や社会に貢献した学生を表彰した。
る。 し、課外活動施設等の充実を図る。 また、小金井キャンパスにトレーニングルームを設置した。

【６６－２】学生サポートセンターの主 学生向けの救急救命講習を開催するとともに、東京消防庁災害時支援ボラン
導で、ボランティア活動を支援し、地域 ティア活動への学生参加支援を行った。また、児童文化研究会の主催する小学
社会に貢献する。（消防署、キャンパス 生対象のサマースクール等を支援した。農業市場学研究室の学生が第６回ＮＨ
クリーンキャンペーン等） Ｋ教育フェアイベントへ参加する支援を行った。環境保全のため、両キャンパ

スにおいて、クリーンキャンペーンを実施した。

【６７】就職面の支援 【６７－１】部局の就職支援委員会との 各部局に就職支援委員会を設置した。その代表者による全学就職支援小委員
・ 進路・就職相談、キャリアアップのため 連携を図り、進路就職相談室の周知徹 会を開催し、年間の就職ガイダンス計画を立案した。また、就職支援相談室の
の支援窓口等を充実して、留学生、社会人を 底、就職ガイドブックの改訂を行うな 周知を図り、東京農工大学就職ガイドブックを発行した。
含む学生の幅広いキャリアサポートを実施す ど、キャリアサポート体制の充実を図
る。 る。

【６７－２】キャリアアップ教育を実 年度計画【14－１】の「計画の進捗状況」参照。
施する。（再掲）

【６８】・ 各業種別に企業を集め、企業説 【６８】平成17年度に引き続き、就職 両キャンパスにおいて本学OBによる各業種別企業説明会（就職ガイダンス）
明会を実施する。 支援小委員会において、各業種別企業 を開催した。

説明会を企画・実施する。

【６９】・ 就職支援システムを構築し、平 【６９】平成17年度に引き続き、卒業生 就職支援データベース構築WGを立上げ、卒業生のデータベース化、及び就職
成19年度から運用を開始する。 のデータベース化を行い、就職支援シス 支援システム仕様書の作成の検討を進めた。

テムの構築を進める。
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東京農工大学

Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(3) 研究に関する目標
① 研究水準及び研究の成果等に関する目標

○ 目指すべき研究の水準に関する目標
・持続発展可能な社会を実現するために、農学、工学及びその融合領域において最高水準の研究を目指す。中

・学術的・社会的に貢献度が高く、質の高い研究を行う。
期
○ 成果の社会への還元等に関する目標
・研究で得た成果を人類共通の財産として広く社会に還元する。目
・社会の持続的な発展及び人類の知的・文化的・物質的生活の向上に貢献する。

・研究連携を通して大学と社会とがともに利益を得る体制を構築し、知的創造サイクルの形成を目指す。標

・研究者の倫理意識を向上する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【７０】○ 目指すべき研究の方向性 【７０－１】学術・研究憲章を含めた大 平成16年度に｢大学の基本理念｣として策定した学術･研究憲章(ポリシー)を
・ 農学、工学及びその融合領域において持 学憲章の策定について検討する。 基に、平成17年度より検討を続け、本年度「大学憲章」を策定し、Webページ
続発展可能な社会を支える科学技術の進展を に掲載した。
目指す。

【７０－２】平成16年度に策定した研究 研究院の各拠点・部門において、平成16年度に策定したそれぞれの目標に即
院の各部門・拠点の目標に即した諸課題 した諸課題を設定し、研究活動を推進した。
に関する研究を推進する。また、各研究
領域に応じた諸課題について、重点的に
取り組む。

【７１】・ 教員の自由な発想に基づく独創 【７１】（年度計画【７０-２】に同 年度計画【70-２】の「計画の進捗状況」参照。
的な研究を推進する。 じ。）

【７２】○ 大学として重点的に取り組む領 【７２】 （年度計画【７０-２】に同 年度計画【70-２】の「計画の進捗状況」参照。
域 じ。）
・ 持続発展可能な社会を実現するために、
長期的視野に立脚した課題、萌芽的な課題に
取り組むほかに、社会的要請や公共性の強い
課題、緊急性を要する課題にも機動的に取り
組む。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【７３】・ 農学と工学並びに融合領域を機 【７３】（年度計画【７０-２】に同 年度計画【70-２】の「計画の進捗状況」参照。
軸として俯瞰的な視野から総合的な科学技術 じ。）
の研究に取り組む。特に、ナノ未来科学、生
存科学、生命農学、環境資源共生科学、動物
生命科学、生命機能科学、先端生物システム
学、物質機能科学、システム情報科学、論理
表現科学の領域に重点的に取り組む。

【７４】○ 成果の社会への還元に関する具 【７４】教職員活動データベースに蓄積 共生科学技術研究院運営委員会及び代議員会においてデータ更新をするよう
体的方策 した研究成果の随時更新を働きかけ、We に積極的に働きかけた。また、東京農工大学研究者情報検索をWebで公開し(平
・ 研究成果を広く社会に還元するために、 bで公開する。 成18年４月15日公開)、平成18年度においては、9万件を超えるアクセスがあっ
印刷物やWeb等を通して平成18年度から研究成 た。
果を公表する。

【７５】・ 産学連携及び国・地方自治体等 【７５】平成17年度に設置した地域連携 新たな産業体型の構築に関する研究活動を実施できる体制の構築を目指すべ
との連携を拡大する。 室の活動を本格化させ、国・地方自治体 く、地域連携室の従前の取組を継承し、国（特に農林水産省）、地方自治体、

等との連携を拡大・推進する。 JA等との連携強化・講演会企画、研究成果活用促進を目指したシンポジウムを
開催した。
また、農林水産省・農林水産技術情報協会との連携による研究成果活用促進
に関するシステム構築に向けたシンポジウムや、地方自治体代表者、JA代表者
を交えた事例研究講演会を開催した。これらの活動をベースに、研究連携へ向
けた具体的な取組を開始した。
さらに、地域インキュベータの立地に向けて、関係地元自治体、関係省庁と
調整を行い、平成19年度の対象事業となった。

【７６】・ 新産業の創出に貢献するため 【７６】平成17年度に採用したリエゾン 共同研究及び受託研究の受入件数はそれぞれ247件、119件であり、その内、
に、新技術の創出、権利化、技術移転、起業 専門人材と研究コーディネータ並びに知 コーディネータによる活動実績は、共同研究獲得16件、獲得支援中16件、受託
支援等を拡大する。 的財産専門人材、インキュベーションマ 研究獲得５件、獲得支援中２件、寄付金獲得９件、獲得支援中４件であった。

ネージャにより、新技術の創出、技術移 インキュベーション活動に関しては、インキュベータに入居している18社・
転、権利化、起業支援等の拡大を図る。 研究室に対して、種々の支援を行った（株式会社11社、有限会社４社、３研究

室）。また、平成17年度に引き続き、ベンチャー企業の支援と産業クラスター
の形成促進を目的とした「広域的新事業支援ネットワーク拠点重点強化事業
（関東経済産業局）に採択され、イノベーション支援活動を行った。週１回の
公認会計士・税理士による経営相談会の実施、市場調査支援、全国インキュベ
ーションフォーラム2006等展示会への出展支援、３日間のベンチャーセミナー
の開催等の企業支援を行った。
特許出願活動に関しては、国内出願93件（共同出願61件、単独出願32件、
内、学内処理による電子出願19件）、外国出願36件（共同出願14件、単独出願
22件）を行った。
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東京農工大学

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【７７】・ 研究成果に立脚して、国・地方 【７７】産官学連携・知的財産センター 副センター長が責任者となり、関連教員及び担当コーディネータによって組
自治体の政策立案に積極的に参画する。 に設置された地域連携室が中心となっ 織を運営する体制を整え、全学的なマネジメントの実施を開始した。国、地方

て、国・地方自治体との連携に関する全 自治体との連携ついては、地域連携室が大学の窓口になることにより、情報収
学的マネジメントを推進する。 集・企画・立案・運営を一元化し、より積極的な連携活動が実施できる体制を

整えた。本体制下、農林水産省、地方自治体等との連携による、農産物等に関
する新たな知財戦略の研究会をスタートさせた。

【７８】・ 機関及び研究者個人に対して倫 【７８】平成17年度に策定した倫理規定 研究院教授会において、研究推進上の注意事項等についての講演及び関連事
理規定を整備し、徹底する。 の周知に努めるほか、研究者が尊重すべ 項をとりまとめた冊子を配布することで、教員へ周知した。また、研究院が主

き行動規範を別途策定する。 体となって、研究者が尊重すべき行動規範について検討し、「東京農工大学研
究者行動規範」及び「東京農工大学研究者等の倫理に関するガイドライン」を
制定した。

【７９】○ 研究の水準・成果の検証に関す 【７９】研究院の部門・拠点において、 研究院の各拠点・部門において、WGを設置し、平成17年度実施の自己点検・
る具体的方策 等 平成17年度に実施した自己点検評価結果 評価の結果分析等を行い、改善策についての検討等を進めた。
・ 研究領域に応じて適切で多様な研究評価 を改善に役立てる。
尺度を設定し、自己点検評価に用いる。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(3) 研究に関する目標
② 研究実施体制等の整備に関する目標

○ 研究者の配置に関する基本方針
・科学技術の進展に合わせた配置、社会的要請に対応した配置を機動的に行う。

中
○ 研究環境の整備に関する基本方針
・研究を安全に効率よく実施できる環境を整備する。期
・計画的に研究施設・設備を整備する。
・競争的な環境を醸成し、個人の能力が最大限に発揮されるシステムを構築する。目

・優れた若手研究者がその能力を最大限発揮できる環境を整備する。

標

○ 研究の質の向上システムに関する基本方針
・研究の水準・成果を検証するためのより良いシステムを構築する。
・一定期間ごとに自己点検評価・外部評価を行い、研究の質を向上する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【８０】○ 適切な研究者等の配置に関する 【８０】研究部門・研究拠点の枠を超え 科学技術振興調整費における若手研究者の自立的研究環境整備促進プログラ
具体的方策 た研究を実施するため、新部門・拠点の ム「若手人材育成拠点の設置と人事制度改革」の採択に伴い、研究院に副院長
・ 基本的な研究分野に配慮しつつ、新規分 設置について検討する。 を拠点長とする新しい拠点を設置した。
野・重要性を要する課題に対応するために研
究部門・研究拠点の枠を超えた研究実施体制
を整備し、平成18年度から研究部門・研究拠
点の枠を超えた研究を実施する。

【８１】・ 研究部門・研究拠点間での研究 【８１】大学戦略経費を措置して研究院 研究院の部門・拠点間の融合研究を推進するために、本学での融合研究の芽
者の交流を推進し、必要に応じて配置換えを の部門・拠点間の共同研究を促進し、研 を育てる研究会や討論会の開催支援、研究院内での評価・選定及び報告会の実
行う。 究者の交流を推進する。 施等の計画を立案した。このうち、研究会や討論会の開催支援の計画について

実施した。

【８２】 ・ 研究者の採用に際しては、国内 【８２】平成17年度に引き続き、新規採 年度計画【141】の「判断理由（計画の実施状況等）」を参照。
外の大学・研究所等への募集の周知を図り、 用職員の選考結果、採用理由、応募者の
国際化、男女共同参画を考慮して、外国人や 内訳、男女比率などの公表基準及び方法
女性研究者の採用も十分に検討し、その選考 について、検討する。
結果を公表する。

【８３】・ 若手研究者の流動性を高めるた 【８３】平成17年度に引き続き、若手研 年度計画【145】の「判断理由（計画の実施状況等）」を参照。
めに、必要に応じて任期制の適用を拡大す 究者の流動性を高めるために、任期制の
る。 適用範囲、処遇等を検討し活用する。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【８４】・ 外部資金等を活用して若手研究 【８４】外部資金を活用した若手研究者 平成18年度科学技術振興調整費における若手研究者の自立的研究環境整備促
者を雇用し、大学及び研究部の指向するプロ の柔軟な雇用制度の導入について、検討 進プログラム「若手人材育成拠点の設置と人事制度改革」が採択されたことに
ジェクトを推進する。 する。 伴い、若手人材育成拠点設置準備委員会を設置して検討を進め、テニュア・ト

ラック制を導入した。若手研究者の雇用制度を設けて、22名を特任准教授とし
て雇用した。また特定プロジェクト推進室を新たに設け、プロジェクトの推進
体制を整備した。

【８５】・ 研究支援者の配置については、 【８５】研究コーディネータを研究院の 平成17年度に引き続き、研究コーディネータ４名を研究院のプロジェクトに
支援が効率的に行われるように事務職員等を プロジェクトに配置して研究マネジメン 配置するとともに、センター内にリエゾンコーデネータ７名、インキュベーシ
配置するほか、各種の人材配置制度を積極的 トを実施し、リエゾン専門人材によって ョン担当１名、知的財産担当６名を配置し、研究支援活動の充実を図った。
に活用するとともに弾力的に運用し、支援を マッチング活動を行う。また、知的財産 共同研究・受託研究創出支援、競争的研究資金獲得支援、インキュベーショ
充実する。 専門人材によって権利化・技術移転活動 ン支援、権利化活動のほか、（独）農業・食品産業技術総合研究機構生物系特

を行い、インキュベーションマネージャ 定産業技術研究支援センターの「平成18年度新技術・新分野創出のための技術
が起業支援活動を行うことで、研究支援 研究推進事業」に採択された民間企業２社、大学等３研究機関による研究コン
の充実を図る。 ソーシアムの立ち上げ支援、及び５者間の意見調整と研究連携協定書の取りま

とめを行った。

【８６】○ 研究資金の配分システムに関す 【８６】産官学連携戦略委員会におい 平成18年度研究戦略検討WGにおいて、研究の目を育む体制整備及び融合研究
る具体的方策 て、適切な研究資金の配分システムにつ の推進に資する研究経費として学長裁量経費を配分するなど、研究資金の配分
・ 中長期的研究や基礎的研究に配慮しつ いて検討する。 システムについて検討した。
つ、標準的な研究基盤経費は経常的に配分
し、そのほかは評価に基づいて平成18年度か
ら重点的な経費を配分する。

【８７】・ 大学及び研究部として取り組む 【８７】産官学連携戦略委員会におい 平成18年度研究戦略検討WGを設け、外部資金獲得の具体的申請に向けたプロ
べき課題に対し、研究資金を配分する。 て、外部資金の獲得のためのプロジェク ジェクトチームを設置し、申請に取り組む体制整備を行った。

トチームを発足させ、応募に取り組む。

【８８】○研究に必要な設備等の活用・整備 【８８】平成17年度に策定したキャンパ 平成17年度に策定されたキャンパス・マスタープラン、｢設備整備マスター
に関する具体的方策 ス・マスタープラン等に基づき、各部局 プラン｣について、各部局で、緊急度の高いアメニティ事項を選別し、工事・
・ 安全かつ効率よく研究を推進していくた において、施設・設備の整備について検 整備を実施した。
めに、各部局等の施設・設備を見直し、計画 討し、今後の方針・計画を策定する。
的に整備する。

【８９】 ・ 学内の諸教育研究センター等の 【８９】学内の諸教育研究センター等に 学内の諸教育センター等において、委員会等を設置し、各施設及び設備につ
施設・設備の充実を図り、計画的に整備す おいて、施設・設備の整備について検討 いて、整備計画を取りまとめ、全学において調整することとした。
る。また、これら施設・設備の効率的運用体 し、今後の方針・計画を策定する。
制を整備する。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【９０】・ 持続可能な社会を実現するため 【９０-１】生物資源教育研究センター 生物資源教育研究センター（仮称）の設置については、当初計画の見直しを
に、生物資源教育研究センター（仮称）、デ （仮称）の設置に向けて検討を進める。 含め検討を進めた。
ジタルデザイン開発センター（D センター）3

（仮称）を設置する。
【９０-２】D センター構想を取り入れ 小金井キャンパスにおいて、中期計画策定時における「D センター」の構想3 3

発展させたスーパー創造工学センター を取り入れ発展させた「ものづくり創造工学センター」を設置した。
（仮称）の設置に向けて検討を進める。

【９１】・ 大学や研究部が重点的に取り組 【９１】共用スペースの使用状況の調査 各部局において、共用スペースの活用状況の調査を実施し、その結果を基に
む研究を実施するために、共用スペースを有 検討を行い、さらに有効活用ができるよ 施設整備委員会等で検討し、供用スペースの有効活用を推進した。
効活用するための規則等を整備する。 う整備を進める。

【９２】・ 「産官学連携・知的財産センタ 【９２】小金井キャンパス内への地域イ 平成19年度からの地域インキュベータの立地に向けて、関係地元自治体、関
ー」の小金井キャンパスでの施設の拡充を図 ンキュベータの新設を継続して進める。 係省庁と調整を行い、平成19年度の対象事業となった。
るとともにサテライト施設及び組織を府中キ
ャンパスに置く。

【９３】○ 知的財産の創出、取得、管理及 【９３】平成17年度に見直しを行った職 職務発明等の取り扱いについて、平成17年度から平成18年度にかけてセンタ
び活用に関する具体的方策 務発明等の評価基準、手続き、出願、権 ー運営委員会WGにて見直しを行い、教授会等にて周知を図り、実施した。
・ 職務発明は、原則として東京農工大学に 利化のルール等に基づき、適切な知的財
帰属することとし、その旨を関係の規則上に 産管理を実施する。
規定する。

【９４】・ 産官学連携・知的財産センター 【９４】特許出願、審査請求、維持のた 平成18年度の特許出願等のために2,800万円の予算措置を行い、事業計画で
を中核に、農工大ティー・エル・オー株式会 めに適切な予算措置を行うとともに、農 立てた120件の出願目標に対して、発明審査委員会による適切な審査の下に、
社を活用し、ベンチャー指向の強いプロジェ 工大TLOとの契約に基づいて業務連携す 権利化を行った。
クト研究や産官学連携による研究の促進、特 る。大学知的財産本部整備事業並びにス 技術移転等ライセンス活動については、農工大TLOが主体となり実施した。
許出願・技術移転支援等を積極的・戦略的に ーパー産官学連携本部整備事業で立てた 平成13年10月の会社設立から平成18年度の間における農工大TLOの技術移転ラ
行うとともに、特許出願、審査請求、維持の 計画の実現及び優秀な若手人材の確保と イセンスの実績は、実施許諾件数50件、ロイヤリティ収入9,517万円であっ
ために適切な予算措置を講じる。また、担当 育成を図る。 た。
職員を外部人材の活用の他、内部での計画的 人材育成に関しては、文部科学省の内部人材育成事業「国際的に通用する知
養成により充実する。 財人材の育成」の採択を受け、国内渉外弁護士事務所と連携し、米国人弁護士

の下で研修を実施した。
また、産官学連携・知的財産センター研究員の人事制度改革の検討を行い、
センター研究員の評価を前提とした継続雇用（最大６年間）、年俸制、報奨制
度を導入した（年俸制については平成19年度から実施）。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【９５】・ 平成17年度までに利益相反ポリ 【９５】平成17年度に開始した利益相反 平成16年度に制定した各種規定及び平成17年度に作成した「利益相反マネー
シーの策定、利益相反アドバイザーの起用、 マネジメントの取り組みをさらに進め、 ジメントガイドライン」「利益相反Q&A」に基づいた利益相反マネジメントに
利益相反委員会の設置により、アセスメント 体制整備及びマネジメントの充実を図 ついて、共生科学技術研究院の下で新たな体制整備を図り、全学的に実施し
体制を整備充実する。 る。 た。

【９６】○ 研究活動の評価及び評価結果を 【９６】教職員活動データベースシステ 教職員活動データベースについて、共生科学技術研究院で改善案をまとめ、
質の向上につなげるための具体的方策 ムの改善について取り組む。 大学情報委員会に提案し実施を開始した。
・ 平成17年度から研究者個人の研究業績・
実績をWeb等で公表する。

【９７】・ 平成17年度から一定期間ごとに 【９７】部門・拠点ごと及び研究院とし 研究院は、全体として実施する自己点検・評価について評価項目を検討し、
自己点検評価及び外部評価を実施して、その ての自己点検・評価を実施し、その結果 組織評価を中心に自己点検・評価を行った。また、部門・拠点については、年
評価結果を公表する。 を公表する。 度計画【79】の「計画の進捗状況」参照。

【９８】・ 自己評価・外部評価の評価結果 【９８】大学評価・学位授与機構による 大学評価・学位授与機構による研究活動に関する評価（選択的評価事項Ａ：
に基づいて研究体制を見直し、質を向上す 研究活動に関する認証評価を受審すると 研究活動の状況)を受審した。また、研究院としての自己点検・評価結果に基
る。 ともに、研究院としての自己点検・評価 づき、研究体制の見直し及び改善処置のフィードバック体制の整備を進め質の

結果に基づき、研究体制の見直しを含め 向上を図った。
た改善措置を検討する。

【９９】大学の枠を超えた全国共同研究，研 【９９】平成17年度に引き続き、学内外 研究院では、年度計画【81】の「計画の進捗状況」に示したとおり、部門・
究部門の枠を超えたプロジェクト形式の学内 の共同研究を奨励する。 拠点間の融合研究を推進するために計画を立案・実施した。さらに、国際会議
共同研究を奨励する。 ・研究会の主催運営に関して、それに関わる教員へのインセンティブを設け

た。また、産学連携・知的財産センターでは、リエゾンコーディネータ、研究
コーディネータ等の活動により、共同研究の獲得を行った。特に、日立製作
所、東京ガス等と包括連携契約を締結し、大型の共同研究獲得活動を行った。
さらに、関係する教員と連携して企業との包括連携を増やすとともに、田町リ
エゾンオフィスを活用し、JSTと連携した「産と学との出会いの場」を開催
し、これらの活動により共同研究の拡大を図った。平成18年度における共同研
究の実績は247件、約6.5億円、受託研究の実績は119件、約14億円であった。

【１００】研究実施体制の整備を目指して， 【１００】各部局等において、学内外の 各部局等においては、学術交流協定に基づき、学外機関の者を非常勤講師、
学内外の関連する研究組織との連携を強化 研究組織との連携強化等について検討 客員教員等として採用し、これにより本学と学外機関との連携強化を推進（工
し，さらに統廃合についても検討を進める。 し、効率的な連携を行う。 学府・工学部）したり、民間企業と研究協力協定を締結（農学部附属硬蛋白質

利用研究施設）するなど、学内外の研究機関との連携強化を図った。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(4) その他の目標
① 社会との連携、国際交流等に関する目標

（社会との連携）
○ 地域社会との連携・協力、社会サービス等を推進するための基本方針

・国際的、全国的視野から地域社会をとらえて、自治体、NGO、NPO等と連携協力しつつ、本学の知的・人的資源及び土地、施設を活用し、地域社会が必要とする
社会人教育、青少年教育、政策立案、技術課題解決、防災災害対応等に貢献する。中
○ 産官学連携を推進するための基本方針
・自由な発想に基づく創造的研究及び社会的要請に基づく研究の必要性に留意して産官学連携を主体的に実施し、双方がともに利益の得られる研究を推進する。期
・社会的要請・公共性の強い研究を推進し、諸課題の解決に貢献する新技術を開発する。

・新たな分野、融合分野や多様な形態での連携に積極的に取り組む。目

・大学と企業の組織同士の明確な契約による連携を基本とし、知的財産を適切に保護、活用する。

・大学と社会の利益相反を適切に調整する。標
○ 地域の公私立大学等との連携・支援を推進するための基本方針
・近隣の公私立大学等との連携・協力による地域貢献の強化を追求するとともに、教育研究面における相互補完についてもその可能性を追求する。

（国際交流等）
○ 国際交流に関する基本方針
・教育・研究活動を通して本学が健全な科学技術の発展を通して世界平和の維持と人類福祉の向上に貢献することを基本に国際交流・協力を推進する。
・優秀な留学生を受入れ、世界及び出身国の科学技術の発展及び平和と福祉に貢献できるような人材養成を行う。また、本学在籍学生が海外の大学・研究機関で
知的創造活動に参画できるように、学内体制の充実を図る。
・教育研究活動を通して世界の人材育成及び知的創造活動に貢献することを奨励し、かつその活動を円滑かつ効率的に推進できるような学内支援体制を整備・
構築する。
・姉妹校ネットワークを生かし、アジア等発展途上国の国際人材育成の拠点とするための基礎を構築する。

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【１０１】○ 地域社会等との連携・協力、 【１０１】地域社会等との連携・協力、 東京農工大学と地域を結ぶネットワークの実施体制等について、各自治体か
社会サービス等に係る具体的方策 社会サービス等について、テーマに合わ らの提案や本年度の状況を整理し、次年度体制を検討し、事業の企画立案、報
・ 実施担当者及び担当組織の企画意図・創 せて機動的な体制作りを柔軟に推進す 告が効率的に実施できるよう整備した。また、キャンパスツアーガイド体制、
意を生かすことができる全学的体制を整備す る。 学部説明会の実施体制等についても、学生募集改革委員会で今年度の状況を整
る。 理し、次年度体制を検討した。

【１０２】・ 実施実務支援体制を整備す 【１０２】キャンパスツアー、公開講 キャンパスツアーについては、全学共通の団体キャンパスツアー受入フロー
る。 座、連携事業等の円滑な実務体制を整備 チャートの作成、平成19年度のキャンパスツアー実施体制（ガイド経験者をリ

する。 ーダーガイドとする体制）の検討等を行った。公開講座・催し物等について
は、効果的な案内活動の手段化として、記事掲載依頼先の拡大やチラシ・ポス
ターの配布範囲拡大により、掲載率・受講者数の向上、受付体制の整備(講習
料の納入方法、申込みの事前把握、担当窓口などを改善等)に取組んだ。ま
た、Webページ（連携事業、公開講座等のページ）の更新、情報追加を常例化
した。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【１０３】・ 取り組みについての自己点検 【１０３】各事業の実施結果を分析・調 他大学キャンパスツアーへの参加・担当者訪問や、個別高校内説明会の視察
評価改善体制を整備する。 査し、個別の実施方法・体制等の改善を を行い、本学の改善点等を検討した。また、学部説明会参加者や新入生を対象

図る。 に、全学統一アンケート（アンケート項目の共通化、データ入力及び集計を外
注化）を実施し、全学的な検討・分析を図り受験生等のニーズの把握、工学部
説明会の携帯電話サイトによる参加申込状況の分析・検討を行った

【１０４】・ 近隣自治体等とのネットワー 【１０４】「東京農工大学と地域を結ぶ 「東京農工大学と地域を結ぶネットワーク」を中心とする地方自治体との連
クを整備充実するなど地域連携体制（ネット ネットワーク」を一層充実し、地方自治 携を強化するため、府中市及び小金井市からの要望により、市主催の講座に本
ワーク）を整備充実する。 体との連携を強化する。 学教員を講師として派遣した。

地方自治体と連携し、｢夏休み馬の教室｣(府中市と共催、２回開催)、｢救急【１０５】・ 小中学生向け・高校生向け教 【１０５】 一般市民、小中高校生、受
救命講習｣(府中市及び府中消防署と連携)、｢市内・近隣大学等公開講座｣(調布育サービスの提供、社会人向け専門技術教育 験生等を対象とする事業及び連携事業を
市文化・コミュニティ振興財団と連携、３講座)を開催・実施した。また、｢府（スキルアップ教育）サービスの提供、一般 一層充実する。
中市生涯学習フェスティバル｣（学長が「ものつくり日本の復活と大学の役市民向け教養教育サービスの提供、政策立案
割」について講演）や｢府中技術講習会｣(本学の教員を講師として派遣)等に協への寄与、環境保全・産業振興等に連携事業
力した。公開講座、東京農工大学と地域を結ぶネットワーク事業などの定例企を中期計画期間中に60件以上実施する。
画も多数実施し、4月～12月まで一般市民、小中高生延べ約630名が参加した。
｢イノベーションジャパン2006｣には本学・TLOから７ブース出展し、多数の技
術相談、共同研究相談を受けた。
高大連携については、連携校を13校増加し59校と連携した。7～8月に連携校

応募の生徒を対象に、工学部全7学科で体験教室を実施したところ、約100名の
があった。

【１０６】○ 産官学連携の推進に関する具 【１０６】平成17年度に引き続き、産官 学長を委員長とする産官学連携戦略委員会において、研究院長を主査とする
体的方策 学連携において、学主導型の研究プロジ 平成18年度研究戦略検討WGを設け、大学が主導的に研究プロジェクトを推進す
・ 学主導型の研究プロジェクトを推進す ェクトを推進する。 ることとし、学外研究機関との包括協定の検討を進めた。
る。

【１０７】・ 公募型競争的資金への積極的 【１０７】平成17年度に引き続き、当該 科学技術振興機構(JST)、新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)等の
な応募を奨励する。 公募内容に適合する教員に対して、各種 大型公募型競争的資金に対しては、教員に適切に情報提供を行うとともに、説

競争的研究資金情報を適宜連絡する体制 明会の開催、申請の支援等を行った。その結果、JSTのシーズ発掘試験は13課
・システムの充実を図る。また、応募書 題採択、シーズ顕在化は合計10課題が採択され、全国大学のトップクラスであ
類作成支援も行う。 った。NEDOの産業技術助成事業に関しては、３件が採択された。

また、文部科学省科学技術振興調整費のプログラム申請に関しても、コーデ
ィネータが教員と連携して申請を行い、２件採択された。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【１０８】・ 総合的学際的な共同研究や複 【１０８】地域連携室の本格的活動によ コーディネータが中心となって、地方自治体代表者、JA代表者を交えた事例
数企業・国・自治体との研究連携等に積極的 り、また研究コーディネータ、リエゾン 研究講演会を開催した。また、農林水産省・農林水産技術情報協会との連携に
に取り組む。 専門人材等の活動を通して、総合的学際 よる研究成果活用促進に関する新たなシステム構築に向けたシンポジウムを開

的な共同研究や複数企業・国・地方自治 催し、多数の公的機関、大学関係者による支援者、参加者が得られた。これに
体との研究連携等を推進する。 基づき、研究連携へ向けた具体的な取組を開始した。

【１０９】・ 「産官学連携・知的財産セン 【１０９】産官学連携・知的財産センタ 産官学連携戦略委員会を毎月開催し、全学の産官学連携活動に関する戦略の
ター」の組織体制及び運営体制を充実する。 ーを核とした産官学連携戦略本部（スー 立案及び意思決定を行った。具体的には、科学技術振興調整費の獲得、競争的

パー産官学連携本部）設置の2年目とし 研究資金の獲得、大学知的財産本部整備事業の計画、職務発明等取り扱いの見
て、研究院と連携し、戦略本部の計画達 直し、地域インキュベータ設置計画、産官学連携・知的財産センタースタッフ
成のための組織・運営体制の充実を図 の評価と年俸制導入等に関して、戦略の立案・決定を行った。
る。

【１１０】・ 農工大ティーエル・オー株式 【１１０】学内研究シーズ集の更新を行 研究シーズ集第３版を発行した。また、JSTと連携した「産と学との出会い
会社の協力を得て学内研究シーズの広報に努 い、農工大TLOの協力を得て、田町リエ の場」を田町リエゾンセンターで開催するとともに、りそな銀行との産学連携
め、共同研究、技術移転、大学発ベンチャー ゾンセンターの活用、外部連携機関（銀 協力協定、農工大TLOの協力を得て、共同研究創出、技術移転、ベンチャー企
創出・育成等を推進する。 行等）のネットワーク等の活用等によ 業の創出と育成を図った。

り、本学研究シーズの広報に努め、共同 文部科学省の「21世紀型産学官連携手法の構築に係るモデルプログラム事
研究、技術移転、ベンチャー創出・育成 業」として、各国立大学法人等が株式及び新株予約権の取得から売却まで適切
を推進する。 な運用を行うにあたり、参考となる学内規則、ガイドラインを作成する旨の委

託を受け、実施することとなった。ライセンス対価としての株式取得・売却ル
ールのガイドラインと学内規則(案)の検討結果については、大学知的財産本部
整備事業戦略研修会（文部科学省及び本学の共催）において説明し、普及を図
った。

【１１１】・ 平成18年度までに利益相反の 【１１１】平成17年度に開始した利益相 平成16年度に制定した各種規定及び平成17年度に作成した「利益相反マネー
アセスメント体制を整備充実する。 反マネジメントの取り組みをさらに進 ジメントガイドライン」「利益相反Q&A」に基づいた利益相反マネジメントに

め、体制整備及びマネジメントの充実を ついて、共生科学技術研究院の下で新たな体制整備を図り、全学的に実施し
図る。 た。

【１１２】○ 地域の公私立大学等との連携 【１１２、１１３】平成17年度に引き続 ｢学術・文化・産業ネットワーク多摩｣については、定期総会（２回）、常任
・支援に関する具体的方策 き、「学術・文化・産業ネットワーク多 幹事会（８回）、ビジネス委員会（３回）、大学部会実務担当者会議（８回）
・ 「学術・文化・産業ネットワーク多摩」 摩」及び「三鷹ネットワーク大学」を基 に出席、第３回全国大学コンソーシアム研究交流フォーラム（中央大）に参加
を基盤とした多摩地区公私立大学等との連携 盤とした、多摩地区公私立大学等との連 した。また、ネクストキャリアセンター運営委員会（地域の若年層を中心とし
活動へ積極的に参加し、中期計画期間中、連 携活動及び連携事業に積極的に参加す た非就職者、早期退職者、転職希望者に対し、キャリアデザイン支援の提供を
携活動に６件以上協力する。 る。 行う）に委員参加した。｢三鷹ネットワーク大学｣については、大学企画運営委

員会に委員参加、「合同学校説明会」に資料参加、ロボット市民講座に講師派
遣を行った。

【１１３】・ 連携大学院制度等を活用した
教育研究者の交流と協力を拡充する。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【１１４】○ 留学生交流その他諸外国の大 【１１４】国際交流推進センター設置準 センター設置準備委員会を開催し、業務内容及び組織について具体的内容を
学等との教育研究上の交流に関する具体的方 備委員会（仮称）で設置をさらに推進す 検討し、センターの設置についての基本合意を得た。 その後、センター設置
策 る。 準備委員会で平成19年度からの設置を目指して具体的構想を検討するととも
・ 「国際交流推進センター（仮称）」を設 に、設置準備員会の下にWGを設置した。本WGにおいて、新センターの業務の精
け、留学・派遣に関する情報提供や学生に対 査、具体的な組織体制の検討を推進し、試行として新センター（なお、「国際
する語学教育等及び学術交流の支援業務を強 センター」と仮称する）の業務を開始するための準備を行った。
化する。

【１１５】・ 英語によるWebコンテンツの充 【１１５－１】関係チームとの連携によ 英文Webページについて、海外に向けた情報発信の基準・方針を検討した。
実、海外での留学フェアへの参加や姉妹校等 り、海外広報のコンテンツの充実を検討 また、海外広報の戦略策定に向けた検討を開始し、英文Webページや英文概要
との積極的交流を通して海外への広報活動を する。 の改善実施計画について検討を進めた。
強化する。

【１１５－２】平成17年度に引き続き、 「第三回留学生のための大学院進学説明会」に参加し、本学に興味を持つ留
国内外の本学への留学希望者に対する情 学生（38名）に対し、本学大学院の説明を行い「2007年度大学案内」及び希望
報発信を積極的に行う。 する学府・研究科の学生募集要項等の資料を配付した。また、「平成18(2006)

年度外国人学生のための進学説明会｣に参加し、本学に興味を持つ留学生（69
名）に対し、本学の説明を行い、「2007年度大学案内」を配布した。さらに、
｢平成18年度日本留学フェア｣（高等教育展）（中国上海及び南京）、｢2006年
日本留学フェア｣（タイ）（チェンマイ及びバンコク）に参加し、来訪者に資
料を配付するとともに、中国（50名）及びタイ（43名）の参加者に個別面談を
行った。留学フェアの今後の参加のあり方についても検討を行った。

【１１６】・ 留学生に対する生活支援体制 【１１６】学生の協力を得て、留学生に 平成19年４月にチューターオリエンテーションを行い、チューターの役割・
並びに財政支援体制を拡充する。 対する修学上の相談等に対応できるよう 過去に起こった問題とその対応・チューターのためのサポート体制等について

に検討する。 説明した。チューターの活動開始後は、留学生への対応・サポートの内容など
についての質問に対し、個別対応を行った。また、チューター全員には、留学
生センター宛ての報告書の提出を義務付け、その内容を確認し、必要に応じて
助言を行った。

【１１７】・ 海外派遣を希望する学生の英 【１１７】日本人学生の海外派遣に必要 両キャンパスにおいて、ニューヨーク州立バッファロー校への短期語学研修
語能力向上のため、短期語学研修プログラム な英語能力についての説明会を開く。ま 説明会を開催し、１名が同大学に留学した。また、学部学生及び大学院生を対
の開講や自習できる環境の整備を図る。 た、国際コミュニケーション演習を全学 象に、平成19年度短期留学推進制度(派遣）ガイダンスを開催した。平成17年

的に実施し、海外派遣に必要な英語能力 度に引き続き、学生便覧に短期留学プログラム科目の一覧表を掲載するととも
の向上を図る。 に、留学生センターのWebページ上に開講案内等を掲載した。同科目は国際科

目として、工学部において平成18年度新入生から摘要することとした(年度計
画【118】の「計画の進捗状況」参照)。
また、国際コミュニケーション演習を農工両学部で実施した。

【１１８】・ 短期留学プログラム等の英語 【１１８】短期留学プログラム科目を、 短期留学プログラム科目を、工学部の各学科共通専門科目の国際科目として
による教育プログラムを拡充し、日本人学生 国際科目として卒業・修了単位に算入す 平成18年度新入生から摘要することとした（ただし、３年次以上の科目として
の英語能力の向上とともに、学内における学 ることを、大学院を含め全学的に適用で 設定されているので、開講は平成20年度以降）。平成19年度までは短プロ科目
生間の国際交流の拡大を図る。 きるように検討する。 としても開講されているので、学生の履修は可能であり、平成18年度は学部正

規生が前学期４名・後学期４名が受講した。



- 59 -

東京農工大学

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【１１９】・ 日仏共同博士課程制度等の多 【１１９】日仏共同博士課程を推進し、 平成17年度派遣者２名が派遣先から平成18年8月に帰国し、平成18年度は、
国間教育協力を積極的に推進する。 学生をフランスに派遣する。 派遣希望者はいなかった。平成19年度の派遣について、学内公募を行ったとこ

ろ、２名の応募があった。

【１２０】・ JICA等国際関係機関の事業に 【１２０】技術協力プロジェクト及び専 財団法人日本国際協力センター（JICE）の留学生支援無償事業（JDS）によ
よる留学生の受入れを積極的に推進する。 門家派遣を継続して実施する。 り、農学府において受け入れてきた留学生６名が９月で修了し、10月より新た

に７名の留学生を受け入れた。また、専門家派遣として、海外の大学へ日本語
教師を派遣し、留学生に日本語の事前教育を行うことについて検討した。

【１２１】○ 教育研究活動に関連した国際 【１２１】国際交流推進センター設置準 年度計画【114】の「計画の進捗状況」参照。
貢献に関する具体的方策 備委員会（仮称）で設置をさらに推進す
・ 全学の国際交流を推進するために、関連 る。（再掲）
する事務組織は国際交流推進センターのもと
で一元化を図る。

【１２２】・ 国際的な学生交流を一層活発 【１２２】東南アジア地域における復興 ベトナム、カンボジア、ラオスを中心とするインドシナ半島諸国の社会基盤
化させるために国際教育プログラムを編成す 支援教育プログラムの策定について検討 の復興と高等教育発展のための協力支援を行うこととなった。インドシナ半島
る。 を行う。 諸国への協力について、文部科学省「国際教育協力イニシアティブ」の事前調

査に採択され、当該地域の高等教育の現状調査を行った。また、インドシナ半
島諸国への協力について、JICAとの連携を模索するため、JICAとの意見交換会
を行った。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【１２３】・ 姉妹校の拡充整備により、主 【１２３－１】 交流実績のある姉妹校 学長及び副学長が、姉妹校を中心とした各国の大学等 19校の学長・副学長
要地区特にアジア地域における教育研究活動 を中心とした教育研究拠点の形成に向け 等と、また２大使館の大使等との間で、それぞれ学術交流について会談を行っ
の拠点形成を行う。 て検討を行う。 たほか、姉妹校２校の創立記念式典にも出席した。平成17年度に学術交流協定

を締結したブライトン大学(イギリス)については、国際産学連携や相互リエゾ
ンオフィス設置等に係る協議を行ったほか、ブライトン大学長らが来学し、国
際産学連携協定に調印するとともに、多角的・包括的な連携を行うことについ
て合意に達し、共同記者会見を行った。
また、国際産学連携の交流活動の一環として、在英国日本国大使館におい
て、ブライトン大学との共催セミナー「日本とイギリスにおける産学連携の発
展」を開催した。
さらに、ラオス国立大学、韓国農村経済研究院、国立ウズベキスタン大学及
びベオグラード大学(セルビアモンテネグロ)と大学間学術交流協定、本学工学
府とモスクワ大学理工学部との部局間協定を新たに締結した。
その他、MJIUT(マレーシア日本国際工科大学)設立に向けた準備会のメンバ
ーとして設立準備に協力するとともに、日本とマレーシアの交流促進に協力し
た。

【１２３－２】カブール大学復興支援を 平成18年度においても、４名の国費留学生を受け入れ、11月にはカブール大
実施する。 学長代行、１月にはカブール大学長が来学し、学長との間で今後の学術交流に

ついて協議し、本学に設置の「カブール大学復興支援室」室員との間で両大学
間の交流計画について意見交換を行った。また、「アフガニスタン教育国際協
力シンポジウム」(東京大学医学教育国際協力研究センター主催)においてカブ
ール大学復興支援室員とカブール大学留学生が講演し、アフガニスタン復興支
援について意見交換するとともに、他大学の活動状況に関する情報収集を行っ
た。
さらに、３名のカブール大学研究者を短期招へいし、最新の学術に触れる機
会を提供したほか、「アフガニスタン復興支援セミナー」を他大学復興支援関
係者、カブール大学研究者・留学生の参加の下に開催し、今までの復興支援を
総括するとともに、今後の活動を展望した。

【１２４】・ 研究交流として外国人研究者 【１２４】大学独自の研究者招へい及び 財団法人東京農工大学後援会経費による姉妹校等との交流に係る旅費の助成
の受入れ、国際会議等の主催、研究発表等を 教員派遣の制度を検討する。 について検討し、募集要項を策定し、公募及び選考を行った。 その結果、派
拡大する。 遣３件、招へい１件について旅費を助成した。

【１２５】・ JICA等国際関係機関の事業に 【１２５】JSPS、JICA等の国際交流事業 JICA、JSPS等による各種国際交流公募事業を学内に広く周知し、積極的な受
よる研究者の受入れ及び教員の派遣を拡大す により、研究者の受け入れ及び教員の派 入・派遣に向けた準備活動を行った。
る。 遣を行う。

【１２６】・ 留学生・研究者と地域社会と 【１２６】留学生・外国人研究者と教職 留学生センターにおいて学部留学生と教職員との交流会を実施した。また、
の学術・文化における国際交流を一層強化す 員や地域社会との交流を積極的に実施す 留学生を府中市の小学校及び中学校の授業に参加させ、小学生 及び中学生と
る。 る。 の交流会を実施した。さらに、府中市及び小金井市の国際 交流担当者や、民

間の国際交流団体関係者、民間奨学金財団等関係者を 招き、外国人留学生及
び外国人研究者を交えた国際交流懇談会を実施した。
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中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【１２７】・ 留学生及び研究者の受入れの 【１２７】国際交流会館の入居者のた 老朽化した備え付け家具等の修繕を順次実施した。また、小金井国際交流会
ための宿泊施設、さらに日本人学生や教職員 め、施設の充実を検討する。 館において、居住者のネットワーク環境の向上のため、光ケーブルを導入し
との交流スペースを兼備した国際交流会館等 た。
の施設の拡充整備を行う。

【１２８】・ 国際共同研究を支援するため 【１２８】国際共同研究スペースに利用 姉妹校であるイギリス・ブライトン大学との間で、共同研究・産学連携のた
に教育研究スペースを確保する。 可能な施設を検討する。 めの交流の場として、リエゾン･オフィスを相互に設置することを検討し、平

成19年度に相互リエゾン・オフィスを設置することで、ブライトン大学との間
で合意に達し、具体的な活動内容等について協議を進めた。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況
(4) その他の目標
② 産業資料の収集・保管・調査研究・展示による社会サービスの
拡充と本学における教育研究活動の質の向上に関する目標

○ 大学附属博物館を設置し、教育面における社会サービスと本学における教育研究の質を向上する。中
期

目
標

中期計画 年度計画 計画の進捗状況

【１２９】○ 東京農工大学工学部附属「繊 【１２９】役員会において、大学附属博 博物館設置準備委員会を開催し、大学附属博物館構想の課題等について両学
維博物館」の拡充計画と農学部が進めている 物館構想の課題等について検討する。 部の意見交換を行って、検討課題を整理し、構想の方向性をまとめた。また、
畜力農機具コレクション展示活動及び「近代 設置準備委員会を平成19年度から設置委員会に改め、平成20年４月の設置に向
農学フィールド博物館（仮称）」構想を統合 けて具体的な検討をすることとした。
し、学外機関との連携も視野に入れつつ、大
学附属博物館を設置する。
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Ⅱ 教育研究等の質の向上の状況に関する特記事項

１．特記事項

１．教育方法等の改善 ２．学生支援の充実

○ 一般教養教育の指導方法改善のための組織的取組状況 ○ 学生に対する学習・履修・生活指導の充実や学生支援体制の改善のための
組織的取組状況。

■本学学生の平均的な英語力を調査し今後の指導方法改善を資するため、１年次生
に対して受験料を大学で負担してTOEICの受験を勧め、１年生の55％が受験した ■新入生に対する集中オリエンテーションを大学として実施するために合宿を
（大学教育センターが実施）。 行う場合に1人当たり5,000円の補助を行った。

■優秀な博士後期課程入学生に対する独自の奨学金制度を創設し、50名の学生に
奨学金20万円を給付した。○ 学部教育や大学院教育の指導方法改善のための組織的取組状況

■ ｢教育改善支援プログラム｣(学内GP)で、教育効果の高い活動や新たな教育活動
○ 課外活動の支援等、学生の厚生補導のための組織的取組状況プロジェクトを選定し、１件につき最高150万円の助成を行った。 その成果は、

学内GP報告会において学内への啓蒙を図った（大学教育センターが実施）。
■目的積立金を活用して、学生から要望の強かったトレーニングルームを小金井

■TAを４月から任用できるように制度を整備し、大学教育センターにおいてTAに対 キャンパスに設置した。
する職務全般に関する研修を行った。

■建物譲渡付き定期借地権等による学生寮の整備の検討に着手した。
■平成17年度に引き続き、eラーニングのための環境整備を行い、14科目をeラーニ
ング配信し、その内４科目を工学系12大学に向けて配信した。

３．研究活動の推進■「派遣型高度人材育成プログラム」では、博士後期課程の学生を企業等に派遣
し、派遣先の研究者等と共同で研究指導を行った。その成果は、外部委員を含め

○ 研究活動の推進のための有効な法人内資源配分等の取組状況た評価委員会で発表し、評価を受けるとともに、特別計画研究の単位として認定
した。

■財務上の資源配分として、予算編成において、戦略的な教育研究プロジェクト
■生物システム応用科学府では、大学院教育の実質化を目指し、大学院版学生実験 等を実施するため、大学戦略経費(学長裁量経費)を設定し予算配分を実施した。
ともいえる「基礎技術演習」を導入した。

○ 若手教員、女性教員等に対する支援のための組織的取組状況■技術経営研究科では、３～４回分の授業をまとめたモジュールと呼ばれる単位
ごとに達成度を確認しながら、授業を進める方式をとって大学院教育の実質化を
図った。 ■平成18年度科学技術振興調整費における若手研究者の自立的研究環境整備促進

プログラム｢若手人材育成拠点の設置と人事制度改革｣が採択されたことに伴い、
若手人材育成拠点設置準備委員会を設置して検討を進め、テニュアトラッ ク制
を導入した。 若手研究者の雇用制度を設けて、22名を特任准教授として雇用し○ 各法人の個性・特色の明確化を図るための組織的な取組状況
た。

■新任教員に対するFD研修、学生系職員に対するSD研修等を大学教育センターに
おいて実施した。

■獣医学教育の充実を図るため、長期借入金を利用して家畜病院を改修・増築する
計画を進めた。
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○ 研究活動の推進のための有効な組織編成の状況 ○ 国際交流、国際貢献のための組織的取組状況

■科学技術振興調整費における若手研究者の自立的研究環境整備促進プログラム ■イギリス・ブライトン大学との間で、既存の学術交流の枠を超えた多角的かつ
「若手人材育成拠点の設置と人事制度改革」の採択に伴い、研究院に副院長を 包括的な交流を行うことで合意に達した。具体的には、国際産学連携をはじめ、
拠点長とする新しい拠点を設置した。 語学教員の相互派遣や事務職員の派遣などの交流を行うものであり、大学の国際

化に向けた積極的な取組である。

■平成18年度においても引き続き、アフガニスタン復興支援事業として、同国カ○ 研究支援体制の充実のための組織編成の状況
ブール大学から４名の国費留学生受け入れ、３名のカブール大学研究者の短期招

■平成17年度に引き続き、研究コーディネータ４名を研究院のプロジェクトに配 へい、「アフガニスタン復興支援セミナー」開催などを実施した。
置するとともに、センター内にリエゾンコーデネータ７名、インキュベーション
担当１名、知的財産担当６名を配置し、研究支援活動の充実を図った。
また、特定プロジェクト推進室を新たに設けプロジェクトの推進体制を整備し
た。

４．社会連携・地域貢献、国際交流等の推進

○ 大学等と社会の相互発展を目指し、大学等の特性を活かした社会との連携、
地域活性化・地域貢献や地域医療等、社会への貢献のための組織的取組状況

■地方自治体と連携し、｢夏休み馬の教室｣(府中市と共催、２回開催)、｢救急救命
講習｣(府中市及び府中消防署と連携)、｢市内・近隣大学等公開講座｣(調布市文化
・コミュニティ振興財団と連携、３講座)を開催・実施した。また、｢府中市生涯
学習フェスティバル｣（学長が「ものつくり日本の復活と大学の役割」について
講演）や｢府中技術講習会｣(本学の教員を講師として派遣) 等に協力
した。公開講座、東京農工大学と地域を結ぶネットワーク事業などの定例企画も
多数実施し、４月～12月まで一般市民、小中高生延べ約630名が参加した。
｢イノベーションジャパン2006｣には本学・TLOから７ブース出展し、多数の技術
相談、共同研究相談を受けた。

○ 産学官連携、知的財産戦略のための体制の整備・推進状況

■産官学連携戦略委員会を毎月開催し、全学の産官学連携活動に関する戦略の立案
及び意思決定を行った。具体的には、科学技術振興調整費の獲得、競争的研究資
金の獲得、大学知的財産本部整備事業の計画、職務発明等取り扱いの見直し、地
域インキュベータ設置計画、産官学連携・知的財産センタースタッフの評価と年
俸制導入等に関して、戦略の立案・決定を行った。また、地域連携室の活動とし
て、コーディネータが中心となって、地方自治体代表者、JA代表者を交えた事例
研究講演会を開催した。また、農林水産省・農林水産技術情報協会との連携によ
る研究成果活用促進に関する新たなシステム構築に向けたシンポジウムを開催
し、多数の公的機関、大学関係者による支援者、参加者が得られた。これに基づ
き、研究連携へ向けた具体的な取組を開始した。
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Ⅲ 予算 (人件費見積もりを含む。)、収支計画及び資金計画

※ 財務諸表及び決算報告書を参照

Ⅳ 短 期 借 入 金 の 限 度 額

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

平成１ 年度において短期借入は行っていない。１ 短期借入金の限度額 １ 短期借入金の限度額 8
17億円 17億円

２ 想定される理由 ２ 想定される理由
運営費交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により緊 運営交付金の受入れ遅延及び事故の発生等により緊急に

急に必要となる対策費として借り入れすることも想定さ 必要となる対策費として借り入れすることが想定される。
れる。

Ⅴ 重 要 財 産 を 譲 渡 し、又 は 担 保 に 供 す る 計 画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

農学部附属広域都市圏フィールドサイエンス教育研究センタ重要な財産を譲渡する計画 重要な財産を譲渡する計画
ーフィールドミュージアム秩父の土地の一部を譲渡した。概要は農学部附属広域都市圏フィールドサイエンス教育研究 農学部附属広域都市圏フィールドサイエンス教育研究セ
以下のとおり。センターフィールドミュージアム秩父の土地の一部（埼 ンターフィールドミュージアム秩父の土地の一部（埼玉県
所在地：埼玉県秩父市大滝浜平丸クロ6093玉県秩父市大滝浜平丸クロ6093 5,377㎡）を譲渡する。 秩父市大滝浜平丸クロ6093 5,377㎡）を譲渡する。
面積：5,377㎡
譲渡先：独立行政法人水資源機構
譲渡価格：12,703,400円
売買契約締結日：平成18年11月15日
所有権移転登記：平成18年12月8日

Ⅵ 剰 余 金 の 使 途

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

教育研究の質の向上及び組織運営の改善等に充てるため、決算において剰余金が発生した場合は、教育研究の質 決算において剰余金が発生した場合は、教育研究の質の
以下のとおり目的積立金を取り崩し使用した。の向上及び組織運営の改善等に充てる。 向上及び組織運営の改善等に充てる。
取崩額：210,276,006円
使途概要：キャンパスアメニティの改善、教育研究設備の整備、
研究プロジェクト事業支援、各種環境整備等
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Ⅶ そ の 他 １ 施設・設備に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

施設･設備の内容 予定額 百万円 財 源 施設･設備の内容 予定額 百万円 財 源 施設･設備の内容 決定額 百万円 財 源（ ） （ ） （ ）

･小規模改修 総額 216 ･施設整備費補助 ･校舎改修(農学系) 総額 285 ･施設整備費補助 ･農学部７号館改修 総額 285 ･施設整備費補助
金 216 金 (209) 金 (209)（ ）

･アスベスト対策 ･農学部７号館他吹
(アスベスト除去工 ･施設整備費補助 付けアスベスト除
事) 金17年度補正 去 ･施設整備費補助

( 40 ) 金17年度補正
･各所営繕 ･農学部８号館改修 ( 40 )

･国立大学財務・
経営センター施 ･工学部８号館他便 ･国立大学財務・
設費交付金 所改修 経営センター施

( 36 ) 設費交付金
( 36 )

注１）金額については見込みであり、中期目標を達成
するために必要な業務の実施状況等を勘案した
施設・設備の整備や老朽度合等を勘案した施設
・設備の改修等が追加されることもある。

注２）小規模改修について17年度以降は16年度同額と
して試算している。
なお、各事業年度の施設整備費補助金、船舶建
造費補助金、国立大学財務・経営センター施設
費交付金、長期借入金については、事業の進展
等により所要額の変動が予想されるため、具体
的な額については、各事業年度の予算編成過程
等において決定される。

○ 計画の実施状況等

施設整備費補助金 国立大学財務・経営センター施設費交付金

・農学部７号館改修：建築後４１年を経過し老朽化が著しく耐震性能も低いため老朽・ ・工学部８号館他便所改修：経年により老朽化した構内各所トイレのアメニティ改善

機能改善及び耐震改修工事 のための改修工事

施設整備費補助金１７年度補正

・農学部７号館他吹付けアスベスト除去：農学部７号館・４号館変電室及び硬蛋白質

利用研究施設の吹付けアスベス除去及び天井復旧工事

・農学部８号館改修：アスベスト含有建材の除去及び老朽改善のための改修工事
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Ⅶ そ の 他 ２ 人事に関する計画

中 期 計 画 年 度 計 画 実 績

｢(１)業務運営の改善及び効率化に関する目標を達成す（人事に関する方針） （上記の「教職員の人事の適正化に関する目標を達成するため
るための措置」８～11頁 (年度計画コード【141】～・本学の教育研究の活性化を図るため、採用に関する諸 の措置」を再掲）
【153】の「判断理由（計画の実施状況等 」)を参照。条件を適切に勘案した公募制を原則として採用する。 ・平成17年度に引き続き 新規採用職員の選考結果 採用理由、 、 、 ）

・人事制度の在り方について検討を進め、多様な勤務形 応募者の内訳、男女比率などの公表基準及び方法について検討
(参考1) 平成18年度末の常勤職員数 676人(役員を除く)態の実現を図る。 する。

、 （ ）・ 行政改革の重要方針 （平成17年12月24日閣議決定） ・事務職員の評価方法及び成果の反映について、公務員制度改「 」 また 平成18度末の任期付職員数 43人 外数
において示された総人件費改革の実行計画を踏まえ、 革の動向を踏まえつつ、制度としてのフォローを行う。
人件費削減の取組を行う。 ・選択定年制度について、詳細な設計及び実施に向けた具体的
・事務職員等の専門性の向上について、長期的視野に な検討を行う。
立った研修を行うとともに、専門性の高い職種につい ・サバティカル制度の導入について、教員評価方法との関連も
ては、経験や資格を有する優秀な人材を確保する。 含め、引き続き検討する。
・教員の学内外の研究教育活動等、多面的な活動を適正 ・平成17年度に引き続き、公募制をさらに活用するため、その
に評価するとともに、職員についても評価に基づいた 要件や選考の方法を検討する。

、 、人事システムを策定し、その適正な評価に基づいた ・平成17年度に引き続き 若手研究者の流動性を高めるために
給与システムを構築する。 任期制の適用範囲、処遇等を検討し活用する。

・平成17年度に引き続き、優れた若手研究者等の採用拡大のた
（参考） 中期目標期間中の人件費総額見込み め、外部資金等による任期付採用を実施する。

41,893百万円（退職手当は除く） ・平成17年度に引き続き、外国人・女性教員の採用拡大につい

て、具体的な検討を開始する。

・教員の定年延長に対する適切な対応を講じるとともに、人員

（人件費）管理に関する中長期的な計画の策定及び教員配置の

調整を行う仕組みについて検討する。

・総人件費改革の実行計画を踏まえ、平成18年度は、概ね1％の

人件費の削減を図る。

・事務職員等の採用は、引き続き関東甲信越地区国立大学法人

。 、等職員採用試験を他大学と協力して採用試験を実施する また

専門性の高い職種については専門職員就業規則に則った必要な

分野についての採用を検討する。

、 。・平成17年度に引き続き 事務職員の長期海外研修を実施する

・平成17年度に引き続き、事務職員の他機関との人事交流を行

う。

・平成17年度に引き続き、教員評価について検討を行う。

(参考１) 平成18年度の常勤職員数 662人（役員を除く）

また、任期付職員数の見込み 12人（外数）とする。

(参考２) 平成18年度の人件費総額見込み 7,181百万円
（ ）退職手当は除く

(うち、総人件費改革に係る削除の対象となる人件費総額

5,947,143千円)
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○ 別表（学部の学科、研究科の専攻等）

（ ）内は留学生数を外数で示す。

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

(a) (b) (b)/(a)×100
人】 【人】 【％】【

農学部
生物生産学科 231 259 (1) 112.12
応用生物科学科 288 327 (3) 113.54
環境資源科学科 248 294 (0) 118.55
地域生態システム学科 308 371 (0) 120.45
獣医学科 210 240 (0) 114.29
（うち獣医師養成に係る分野） 210 240 (0) 114.29

工学部
生命工学科 311 348 (7) 111.90
応用分子化学科 187 221 (4) 118.18
有機材料化学科 167 212 (3) 126.95
化学システム工学科 142 166 (9) 116.90
機械システム工学科 468 565 (7) 120.73
物理システム工学科 228 258 (4) 113.16
電気電子工学科 359 484(22) 134.82
情報工学科 251 307(12) 122.31

学士課程 計 3,398 4052(72) 119.25

工学府（博士前期）
生命工学専攻 76 121 (5) 159.21
応用化学専攻 116 170 (3) 146.55
機械システム工学専攻 106 143 (2) 134.91
物理システム工学専攻 44 58 (1) 131.82
電気電子工学専攻 82 141 (2) 171.95
情報工学専攻 58 73 (7) 125.86

農学府（修士課程）
生物生産科学専攻 42 46 (7) 109.52
共生持続社会学専攻 24 24(14) 100.00
応用生命化学専攻 42 65 (1) 154.76
生物制御科学専攻 34 46 (1) 135.29
環境資源物質科学専攻 22 22 (1) 100.00
物質循環環境科学専攻 34 43 (2) 126.47
自然環境保全学専攻 38 49 (3) 128.95
農業環境工学専攻 20 25 (3) 125.00
国際環境農学専攻 40 34(38) 85.00

(博士前期)生物システム応用科学府
生物システム応用科学専攻 104 151 (0) 145.19

博士前期（修士）課程 計 882 1211(90) 137.30

東京農工大学

学部の学科、研究科の専攻等名 収容定員 収容数 定員充足率

工学府（博士後期）
生命工学専攻 42 54 (6) 128.57
応用化学専攻 42 49 (2) 116.67
機械システム工学専攻 39 28 (5) 71.79
電子情報工学専攻 57 64 (2) 112.28

連合農学研究科（博士課程）
生物生産学専攻 56 121(75) 216.07
生物工学専攻 26 41(13) 157.69
資源・環境学専攻 20 26(19) 130.00

生物システム応用科学府（博士後期）
生物システム応用科学専攻 66 72(10) 109.09

博士後期（博士）課程 計 348 455(132) 130.75

技術経営研究科（専門職学位課程）
技術ﾘｽｸﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ専攻 80 102 (0) 127.50

専門職学位課程 計 80 102 (0) 127.50

○ 計画の実施状況等

＜収容定員に関する計画の実施状況（平成18年5月1日現在）＞
・ 「大学の概要」(本実績報告書１頁)の ⑤ 学部・研究科等の学生数には、
留学生数を( )書きで内数記載しているが、本表では、留学生数を( )書きで
外数記載している。
ただし、工学府の応用化学専攻・機械システム工学専攻・電気電子工学専

攻・電子情報工学専攻及び生物システム応用科学府の生物システム応用科学
専攻については、定員内化が行われているので、外国人学生（私費留学生）
を含む。

・ 秋季入学の実施状況： 工学府（博士前期・後期課程）、農学府（国際環
境農学専攻）、生物システム応用科学府（博士前期・後期課程）及び連合
農学研究科において実施。
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＜収容定員と収容数に差がある場合（＋15％以上）の主な理由＞

主として以下の５つであるので、学科・専攻ごとに理由を番号で示す。
（５つの理由以外に、学科・専攻独自の事情がある場合には、補足で記載してい
る）

●主な理由
① 過去の経験を踏まえて、入学辞退者を見込んで合格者を決定しているが、
見込みより辞退者が少なかったため。

② 教育研究の活性化の観点から、収容数超過に起因するような弊害が生じない
範囲で、定員より多く受け入れているため。

③ 当該学科または専攻の社会的要請（ニーズ）が高いため、収容数超過に
起因するような弊害が生じない範囲で、定員より多く受け入れているため。

④ 標準修学年限超過者（留年生）が含まれているため。

⑤ 収容定員を超える学生の受け入れが可能な指導教員数を有しているため。

○学士課程
・農学部

環境資源科学科 ：④
地域生態システム学科 ：①

・工学部
応用分子化学科 ：①
有機材料化学科 ：①
化学システム工学科 ：①③
機械システム工学科 ：①②
電気電子工学科 ：②③
情報工学科 ：①④

○修士課程
・工学府（博士前期）

生命工学専攻 ：②③
応用化学専攻 ：③
機械システム工学専攻 ：②③
物理システム工学専攻 ：①②
電気電子工学専攻 ：①②
情報工学専攻 ：②③

・農学府（修士課程）
応用生命化学専攻 ：③
生物制御科学専攻 ：③
物質循環環境科学専攻 ：②③
自然環境保全学専攻 ：①
農業環境工学専攻 ：②③⑤

・生物システム応用科学府（博士前期）
生物システム応用科学専攻：①②③

東京農工大学

○博士課程
・工学府（博士後期）

生命工学専攻 ：②③
応用化学専攻 ：③

・連合農学研究科（博士課程）
生物生産学専攻 ：②③⑤
生物工学専攻 ：②③⑤
資源・環境学専攻 ：②③⑤

○専門職学位課程
・技術経営研究科（専門職学位課程） ：③

＜収容定員と収容数に差がある場合（－15％以下）の主な理由＞

○博士課程
・工学府（博士後期）

機械システム工学専攻： 修士学生の社会的ニーズが高く、博士後期課程へ
の進学を希望する修士学生が少ないため。


